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新潟県人権教育・啓発推進基本指針の取組計画（令和４年度） 

                                                                    

令 和 ４ 年 ８ 月 

                                       新潟県福祉保健部福祉保健総務課 

 

１ 概 要                

新潟県は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成 12 年法律第 147 号）

第５条に規定する人権教育及び人権啓発に関する施策の策定及び実施に関する地

方公共団体の責務に基づき、新潟県人権教育・啓発推進基本指針を策定し、「県民

一人一人がすべての人々に対して開かれた心で互いの人権を認め、尊重しあう社

会」の実現に向け、人権意識を高めるための教育活動及び啓発活動のほか、各行政

分野における人権に配慮した行政に取り組んでいる。 

 

２ 今年度の取組方針    

  令和４年度は、新潟県人権教育・啓発推進基本指針の更なる周知を図り、人権

にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対する研修の充実に努めるととも

に、国、市町村及び民間団体と連携し、次の重点項目を中心に、各分野の人権課

題に適切に対応する。 

   (1) 同和問題(部落差別)に関する取組 

  (2) 障害者の差別解消の推進等に関する取組 

  (3) 北朝鮮による拉致問題の理解促進に関する取組 

  (4) 新潟水俣病の教訓を生かす取組 

  (5)  新型コロナウイルス感染症に係る差別・偏見、誹謗中傷等に関する取組 

 

  

 

 

 

 

議案２ 

【新潟県人権教育・啓発推進基本指針の目標と基本理念】 

 すべての人の人権が尊重される社会づくりを目指し、「県民一人一人がすべて

の人々に対して開かれた心で互いの人権を認め、尊重しあう社会」の実現を目標

とする。 

  そして、この実現に向けて、個人の価値観や文化の違いに偏見を持つことなく、

一人一人の個性や多様性を認め合い、人権が人々の思考や行動の基準として日常

生活に根付くよう教育・啓発を進める。 
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

第２章　様々な場を通じた人権教育・人権啓発の推進

１　学校教育における人権教育の推進

1
交流及び
共同学習

　特別支援学校・学級の児
童生徒と、小・中学校の児
童生徒の交流を行う。障害
のある児童生徒と地域の
人々と交流を行う。

0

○新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら、特別支援学校と小
中高等学校が、総合的な学習の時間や教科学習等において、オンライ
ン等による間接的な交流及び共同学習の可能な範囲での実施
○小中学校の特別支援学級と通常の学級が、新型コロナウイルス感染
防止対策を講じながら、教科学習等を通した交流及び共同学習の可能
な範囲での実施

義務教
育課

2

人権教
育、同和
教育研修
会

　学校における人権教育、
同和教育を推進するため、
人権教育、同和教育連絡協
議会を開催して、人権教
育、同和教育の基本的な考
え方及び実践の方法につい
て研究協議する。また、各
種研修を開催して指導者の
資質向上を図る。

1,386

○人権教育、同和教育連絡協議会（令和４年４月20日）の実施
○人権教育、同和教育指導者研修会（令和４年６月29日）の実施
○同和教育現地等研修会（上・中・下越の３地区・９～10月を予定）
の実施
○人権教育、同和教育主任等研修会（オンライン研修）の実施

義務教
育課

3
同和教育
推進協議
会

　新潟県同和教育推進協議
会を設置し、人権教育、同
和教育の推進にかかわる諸
問題について協議する。

1,148

○同和教育推進協議会
　・時期　第１回令和４年６月28日
　　　　　第２回令和５年１月18日
　・会場　県庁
　・内容　人権教育、同和教育推進にかかわる諸課題についての協議

義務教
育課

4

人権教
育、同和
教育担当
者会議

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての理解を深
め、情報交換及び研究協議
を行って、指導者としての
識見を高める。

296

○開催時期　令和４年５月27日
○場　所　　ZOOMによるオンライン
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校人権教育、同和教育担
　　　　　　当教員
○内　容　　・担当指導主事講話（人権教育、同和教育の現状と課題
　　　　　　　等）
  　　　　　・実践報告
　　　　　　・講演
　　　　　　・グループ協議

高等学
校教育
課

5

人権教
育、同和
教育研修
会

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての理解を深
めるとともに、情報交換及
び研究協議を行う。

366

○開催時期　令和４年11月４日
○場　所　　県立教育センター
○対象者　　公立高等学校・中等教育学校教員
○内　容　　・担当指導主事講話（人権教育、同和教育の現状と課題
              等）
     　 　　・グループワーク
     　　 　・講演

高等学
校教育
課

6

人権教
育、同和
教育指導
者研修会

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての理解を深
めるとともに、情報交換及
び研究協議を行って、指導
者としての識見を高める。

161

○開催時期　令和４年10月上旬
○場　所　　新発田市隣保館（新発田市）
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校新任１・２年目校長
○内　容　　・講演
　　　　　　・現地研修
  　　　　　・情報交換及びグループ協議

高等学
校教育
課

7

人権教
育、同和
教育現地
研修会

　各高等学校人権教育、同
和教育担当者が同和地区を
視察し、差別の実態を学ぶ
ことにより本県人権教育、
同和教育の一層の推進に資
する。

161

○開催時期　令和４年９月下旬から10月
○場所（３地区で実施）
  上越地区（上越市白山会館）、中越地区（十日町、小千谷）、
　下越地区（新発田市隣保館）
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校教員
○内　容　　・講演
　　　　　　・現地研修
　　　　　　・グループ協議

高等学
校教育
課

8
同和教育
県内・外
研修会

　同和教育行政及び同和教
育の推進について先進県等
に学ぶ。

800
○同和問題に関する県外の実情や同和教育の推進に関する取組につい
て、関西（奈良方面）に赴き、現地研修を行う。

義務教
育課

３　各課の事業概要

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

2　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

9
人権教育
県指定校
事業

　人権教育、同和教育に関
する指導方法の改善及び充
実に資するため実践的な研
究を行う。

168

○対象時期　令和４年度（今年度からの２年間）
○対象校　　新発田農業高等学校
○内　容
　年間指導計画の作成、現地研修会や講演会及び公開授業の実施等

高等学
校教育
課

10
人権教育
研究指定
校事業

　人権意識を培うための学
校教育の在り方について実
践研究を行い、指導方法の
改善と充実を図る。

591

○対象時期　　令和４年度
○対象校　　　小千谷市立東小千谷小学校
　　　　　　　燕市立燕北中学校
○研究テーマ
　東小千谷小学校
「一人一人のよさを尊重し合い、思いやりをもって主体的に人とかか
わることのできる児童の育成」
　燕北中学校
「『助け合い、話し合い、学び合い』３つの「合い」を私（＝I）か
ら」

義務教
育課

11
人権教育
指定校事
業

　人権意識を培うための学
校教育の在り方について実
践研究を行い、指導方法の
改善と充実を図る。

279

○対象時期　令和４年度（今年度からの２年間）
○対象校　　新潟江南高等学校
○内　容
　年間指導計画の作成、現地研修会や講演会及び公開授業の実施等

高等学
校教育
課

12

人権教
育、同和
教育推進
事業

　学校が実施する生徒又は
教職員を対象とする人権教
育、同和教育に関する講演
会の実施を支援する。

564
○対象時期　令和４年度
○対象校　　県立高等学校及び県立中等教育学校（36校）

高等学
校教育
課

13

教職員に
対する学
級経営に
係る研修

　小・中学校の若手教員を
中心に、教育支援システム
でのオンライン研修を実施
する。

0

○実施回数　･･･　資料配信　　　　年５回
　　　　　　　　 オンライン研修　年３回
○内　　容　･･･　学級経営に関する参考資料の提供
　　　　　　　　 参加者同士の意見交流
　　　　　　　　 学級経営アドバイザーによる助言

義務教
育課

２　社会教育における人権教育の推進

14

社会同和
教育市町
村巡回研
修会

　行政関係者、社会教育関
係者、ＰＴＡ関係者等を対
象として同和教育に関する
正しい理解を図るため、県
内市町村を巡回して研修を
行う。

192

○期日・会場
・令和４年７月８日　出雲崎町中央公民館
・令和４年７月13日　阿賀町文化福祉会館
・令和４年８月18日　加茂市産業センター
・令和４年11月９日　糸魚川市能生生涯学習センター
○対象者　社会教育関係者、市町村教育行政関係者、教職員等
○内　容　県所管事項の説明、講義　等

生涯学
習推進
課

15
人権教育
指導者研
修会

　地域、学校等で指導的役
割を担っている方等を対象
に、改めて人権の重要性の
認識を深めるための研修会
を行う。

516
○期　日　令和４年11月（オンライン開催）
○対象者　社会教育関係者、行政職員、企業の人権教育担当者等
○内　容　ＤＶＤ視聴、講義等

生涯学
習推進
課

16

社会同和
教育学習
資料によ
る周知啓
発

　社会同和教育学習資料
「わたしとあなたのために
今」を印刷し、各種研修会
等で活用する。

49
○「わたしとあなたのために今」の1,500部印刷
○県教育委員会が実施する各種人権教育研修会等で活用する。

生涯学
習推進
課

17

人権教育
市町村行
政担当者
研究協議
会

　市町村教育委員会生涯学
習、社会教育主管課人権教
育担当者等の共通理解と資
質の向上を目指し、研究協
議を行う。

85

○期　日　令和４年７月15日
○会　場　県庁
○対象者　市町村教育委員会生涯学習、社会教育主管課人権教育担
　　　　　当者等
○内　容　県所管事項の説明、実践報告、講義、研究協議

生涯学
習推進
課

3　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

３　企業・団体等に対する人権啓発の推進

18

企業の社
会的責任
と人権講
演会

　県内の企業管理者、経営
者を対象に、企業における
人権問題に対する理解と取
組の一助となるために先進
企業の人権担当者等による
人権講演会及び説明会を行
う。

1,000

○期　日　未定
○場　所　未定
○対象者　県内の企業管理者、経営者
○内　容　未定

福祉保
健総務
課

19

人権問題
啓発事業
「みんな
で豊かな
農林漁
業」人権
啓発委託
事業

農林漁業団体等の管理職を
対象に、人権問題に関する
啓発活動を実施する。

350

〇時期：令和４年７月～令和５年２月
〇内容：
　農林漁業各団体と人権問題に関する意見交換等を行うとともに、管
理職等を対象とした研修会等を開催することにより、人権についての
意識啓発を行う。

地域農
政推進
課
農地計
画課

４　県民に対する人権啓発の推進

20
じんけん
フェス
ティバル

　広く県民に人権について
の正しい理解を深めてもら
うため、人権啓発イベント
を開催する。

1,224 未定
福祉保
健総務
課

21

人権啓発
ビデオ・
フィルム
貸出

　学校、企業、市町村等で
職員を対象とした人権啓発
の研修を行う際の人権啓発
に関するビデオ・ＤＶＤ・
フィルムの貸出を行う。

72 ○ビデオ・ＤＶＤ・フィルム所蔵数　250本
福祉保
健総務
課

22
人権啓発
キャラバ
ン

　訪問する小学校で人権教
育を行うとともに、広く県
民に対する人権意識の高揚
を図るため、キャラバンを
実施する。

580

○期　日　令和４年９月20日から10月25日（うち７日間）
○場　所　県内小学校
○内　容
　各小学校を巡回し、人権ハートのかけらを集めるとともに、訪問す
る小学校において人権について学習を行う。

福祉保
健総務
課

23

人権講演
会・人権
映画上映
会

　広く県民に人権について
の正しい理解を深めてもら
うため、人権講演会、人権
映画上映会を開催する。

647

【講演会・映画上映会】
○期　日　令和４年12月10日
○場　所　新潟市　新潟市民プラザ（予定）
○対象者　県民
○内　容　未定

福祉保
健総務
課

24
テレビス
ポット

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、テ
レビスポットを放映する。

4,550 ○人権週間を中心に放映する。
福祉保
健総務
課

25

ラジオ・
インター
ネット・
地域総合
情報誌広
告

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、ラ
ジオスポット等による啓発
を行う。

750 ○人権週間を中心に実施する。
福祉保
健総務
課

26

人権啓発
リーフ
レットの
配布

　県民の人権問題に関する
関心を喚起するとともに、
人権意識の高揚を図るた
め、人権啓発リーフレット
を配布する。

200 ○講演会における配布等
福祉保
健総務
課

27 新聞広告

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、新
聞広告を掲載する。

2,374 ○人権週間を中心に掲載する。
福祉保
健総務
課

4　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

28
横断幕の
掲出

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、横
断幕を掲出する。

22
○場　所　　県庁前十字路
○掲出期間　令和４年11月～12月

福祉保
健総務
課

29
人権啓発
物品の配
布

　県民の人権問題に関する
関心を喚起するとともに、
人権意識の高揚を図るた
め、人権啓発物品を配布す
る。

68
○配布物品　クリアファイル、ツインペンなど
○配布先　  県民（イベント時に配布）

福祉保
健総務
課

30
人権の花
事業

　児童が花の育成を通じ、
協力や命の大切さを実感す
る中で、人権意識の高揚を
図るため、プランターと花
の種子を配布する。

1,290
○配布物品　球根、種子、プランターなど
○配布先　  県内小学校等85校

福祉保
健総務
課

31

スポーツ
組織と連
携協力し
た人権啓
発活動

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、ア
ルビレックス新潟、アルビ
レックス新潟レディース及
び新潟アルビレックスＢＣ
と連携協力した人権啓発活
動を行う。

2,576

○場　所　県内サッカー場、野球場
○対象者　県民
○内　容　啓発物品の配布、横断幕の掲出、選手による人権メッセー
　　　　ジの披露等

福祉保
健総務
課

32

成年年齢
引き下げ
に伴う消
費者被害
防止啓発
【新規】

　成年年齢引き下げに伴い
増加が懸念される若者の消
費者被害防止のため周知啓
発を行う。

9,066
○YouTube、ラジオ、新聞広告、サイネージ等を活用した県民への周知
○消費者教育教材の作成

県民生
活課

５　インターネットによる人権侵害を防ぐための啓発の推進

33
啓発資料
の作成、
配布

　県内の青少年を対象に健
全育成の啓発を目的とした
リーフレットを作成する。

150
○リーフレット
  ・対象　小学校から高等学校までの児童・生徒及び保護者
  ・配布時期　7月以降随時

子ども
家庭課

34

インター
ネットモ
ニタリン
グ実施

　
　インターネット上の所定
のサイト等を検索し、個人
の名誉を侵害したり、差別
を助長したりする書込を把
握するとともに、把握した
情報について地方法務局に
削除要請を行う。

0 ○時期　通年
福祉保
健総務
課

35

インター
ネットに
よる情報
発信

  新潟県警ホームページを
活用し、児童買春、児童ポ
ルノの被害防止や、「フィ
ルタリング機能」の活用及
びいじめ相談窓口につい
て、情報発信を行う。

0
○掲載内容
　・少年相談窓口の案内
　・少年の健全育成に関する情報

警察本
部少年
課

36
教職員に
対する研
修

　教職員を対象にして、イ
ンターネットによる人権侵
害等に関する研修及び啓発
活動を実施する。

0
○各種研修会における教職員の研修 義務教

育課

37

学生に対
する情報
モラル・
リテラ
シー教室

　インターネット犯罪の被
害者、加害者にならないた
めに、情報モラルとリテラ
シー向上を図るため、啓発
活動を実施する。

0
○学校における講演会を開催し、児童、学生に対して、インターネッ
ト犯罪の未然防止を目的とした啓発活動を実施

警察本
部サイ
バー犯
罪対策
課

第３章　分野別人権施策の推進

１　女性

ア　男女平等を推進する社会づくり

38

公益財団
法人新潟
県女性財
団事業費
補助事業

　公益財団法人新潟県女性
財団が実施する事業に要す
る経費を補助し、男女平等
社会の形成のために、官民
の協働を進めていく。

27,973

○補助事業
  ・専門性の向上を目指した人材育成事業の充実
  ・市町村や民間団体のネットワーク化支援と交流促進
  ・情報発信の充実

政策企
画課

5　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

39
啓発資料
の配布

　性別による固定的な役割
分担意識の解消を図り、男
女平等への理解を深めるた
め、啓発用パンフレットを
県民各層に幅広く配布す
る。

0

○パンフレット
　新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例のあらまし、計画の
冊子・ダイジェスト版、啓発冊子
○配布対象　当課事業等の参加者等

政策企
画課

40

男女平
等・共同
参画推進
室だより
「ふれ愛
ほっとら
いん」の
発行

　県、国、市町村の男女平
等推進施策に関する取組や
新潟県女性財団の事業につ
いて周知を図るとともに、
男女平等に関するデータ紹
介などにより、県民の意識
啓発及び市町村の取組促進
を図ることを目的として情
報紙を発行する。

0

○発行頻度　年４回
○配付先
　市町村、ハッピー・パートナー企業、女性団体　等
○その他　県のホームページに掲載

政策企
画課

41

インター
ネットに
よる情報
発信

　ホームページ等を活用
し、男女平等社会の形成に
向け、広く県民等に対して
各種情報発信や啓発活動を
行う。

0

○掲載内容
  ・「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」
  ・「第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」
  ・男女平等・共同参画推進室の事業
  ・男女平等・共同参画推進室情報紙「ふれ愛ほっとらいん」等

政策企
画課

42

男女平等
社会の形
成推進事
業

　男女が共に参画し、多様
な生き方が選択できる社会
の実現に向けて、県民の理
解を深めるための意識啓発
を図る。

745

○内容
　・「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」の推
    進状況（年次報告書）の作成・公表
　・「第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」の印
   刷
　・県民アンケート調査の実施

政策企
画課

43

男女平等
推進相談
員配置事
業

　「男女平等社会の形成の
推進に関する条例」に基づ
き、性別による差別的取扱
いなど男女平等社会の形成
を阻害する様々な問題に関
する、県民等からの相談に
応ずる。

5,655
○内容
  男女平等推進相談員の配置

政策企
画課

44
図書情報
ルームの
充実

　新潟ユニゾンプラザ２階
にある図書情報ルームにお
いて、男女平等推進関連の
出版物やビデオ等の購入に
より情報の充実を図る。

244 ○内容　出版物やビデオ等の購入
福祉保
健総務
課

45

ＤＶ被害
者等セー
フティ
ネット強
化支援パ
イロット
事業

　民間シェルター等の取組
促進を通じて、地域社会に
おけるセーフティネット機
能を強化する。

9,879

○市町村への補助事業
  ・受け入れ体制整備事業
  ・専門的・個別支援事業
  ・切れ目ない総合的支援事業

子ども
家庭課

イ　女性が活躍できる社会づくり

46

審議会等
への女性
登用の促
進

　県の審議会等における女
性委員の登用を図るため、
登用目標数値40％以上（令
和７年度以降）の達成を目
指して、「審議会等委員へ
の女性の登用推進要綱」に
基づき計画的な登用及び計
画の進行管理を行うととも
に、女性委員の登用状況を
毎年６月１日現在で調査
し、結果を公表する。

0

○内容
  ・各審議会等における女性委員の登用状況を把握・公表
  ・男女平等社会推進施策調整会議及び同幹事会で女性委員の登用促
　　進の取組について協議

政策企
画課

47

市町村男
女平等推
進主管課
長会議

　市町村男女平等推進主管
課長会議を開催し、県及び
市町村の男女平等推進の取
組の状況等の情報提供を行
い、市町村との連携により
男女平等社会の形成に向け
た施策を推進する。

45

○内容
  ・男女平等推進に関する講演
  ・男女平等推進関係事業説明

政策企
画課

6　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

48

市町村男
女平等推
進担当者
研修会

　市町村の男女平等推進施
策を支援するため、市町村
男女平等推進担当者に対し
て研修を実施する。

0
○内容
  ・担当者基礎研修会
  ・男女共同参画推進体制づくり研修会

政策企
画課

49
啓発資料
の配布

　性別による固定的な役割
分担意識の解消を図り、男
女平等への理解を深めるた
め、啓発用パンフレットを
県民各層に幅広く配布す
る。

0

○パンフレット
　新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例のあらまし、計画の
冊子・ダイジェスト版、啓発冊子
○配布対象
  当課事業等の参加者等

政策企
画課

NO.39
再掲

50
女性人材
リストの
充実

　県の審議会等委員への女
性登用及び市町村への情報
提供を推進するため、県内
の女性の人材情報を収集
し、「女性人材リスト」と
して情報提供する。

0
○内容
  人材情報の収集

政策企
画課

51

公益財団
法人新潟
県女性財
団事業費
補助事業

　公益財団法人新潟県女性
財団が実施する事業に要す
る経費を補助し、男女平等
社会の形成のために、官民
の協働を進めていく。

27,973

○補助事業
  ・専門性の向上を目指した人材育成事業の充実
  ・市町村や民間団体のネットワーク化支援と交流促進
  ・情報発信の充実

政策企
画課

NO.38
再掲

52

男女平等
推進相談
員配置事
業

　「男女平等社会の形成の
推進に関する条例」に基づ
き、性別による差別的取扱
いなど男女平等社会の形成
を阻害する様々な問題に関
する、県民等からの相談に
応ずる。

5,655
○内容
  男女平等推進相談員の配置

政策企
画課

NO.43
再掲

53

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス推進事
業

　ワーク・ライフ・バランス
の推進と育児・介護休業制度
等の定着促進を図るため、啓
発資料の作成等を行う。

393
○啓発資料の作成
　・仕事と育児・介護の両立のために　22,000部（予定）
　・広報誌等での制度広報

しごと
定住促
進課

54

多様な働
き方の推
進による
企業の魅
力アップ
支援事業

　ワーク・ライフ・バラン
スの推進に取り組む中小企
業等の働きやすい職場環境
づくりに向けた支援を実施
するとともに、その取組方
法や効果を県内企業に周知
し、普及を図る。

4,093
○コーディネーター派遣による多様な働き方の推進の取組支援
○管理職、人事・総務担当者を対象とした情報交換会・勉強会の開催

しごと
定住促
進課

55

就労満足
度向上プ
ロジェク
ト事業

働き方改革推進の機運醸成
を図るとともに、企業・労
働者における具体的な取組
の実践・推進を促すため、
政労使一体となったキャン
ペーンを展開する。

14,028

○わくわくワークにいがたキャンペーン
　・ハッピー・パートナー企業の優良事例PR
　（優良事例の募集、報奨金の支給等）
　・職場単位のチーム制で共通目標達成に向けて取り組む労働者向け
　　チャレンジキャンペーン（達成者には報奨を実施）
　・その他、関連施策・イベントの実施
　・キャンペーンを通じた県内企業・労働者向けの周知啓発、
　　ＵＩターン事業等と連携した県外向け情報発信

しごと
定住促
進課

56

輝く女性
次世代ゼ
ネラルマ
ネー
ジャー育
成事業
【新規】

産業界を牽引する次世代女
性リーダーの育成研修を実
施する。

4,687

○内容
　・意識付けセミナーの開催
　・e-ラーニングの実施
　・ネットワーク形成

政策企
画課

57

女性が活
躍できる
職場環境
づくり支
援事業
【新規】

女性活躍推進企業認定「え
るぼし」の取得を目指す企
業の女性活躍推進に関する
取組を支援する。

12,000
○内容
　・アドバイザー派遣
　・えるぼし認定助成金

政策企
画課

58

未就労女
性のオン
ラインス
キルアッ
プ事業
【新規】

長期の未就労や研修機会の
なかった女性に対し、就労
意欲の醸成を図り、安心し
て就職活動ができるよう支
援する。

12,354
○内容
　・オンライン企業セミナーの開催
　・ＩＴスキルアップ講座の実施

政策企
画課

7　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

ウ　男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり

59

“企業と
女性”や
る気応援
事業

　男女の働き方の見直し、
仕事と家庭・地域活動を両
立できる環境整備や、女性
労働者の能力活用に取り組
む企業を登録し、取組促進
を図る。
　女性のチャレンジを支援
するポータルサイトの運営
により、女性の社会参画を
支援する。

4,123

○ハッピー・パートナー企業登録
　・登録促進（取組の広報）
　・登録企業交流会議
○ハッピー・パートナー企業ＰＲ
○女性のチャレンジサイトの運営

政策企
画課

60
にいがた
女性活躍
推進事業

　女性の職業生活における
活躍を推進するため、企業
経営者層の意識改革の取組
や女性のキャリア形成支援
等を行うとともに、様々な
困難を抱える女性に対して
きめ細やかな支援を実施す
る。

23,918

○内容
　・働く女性のキャリア形成支援
　・男性育休取得促進
　・ＮＰＯ等の知見を活用したきめ細やかな支援の実施

政策企
画課

61
新潟県特
別保育事
業

　未満児及び障害児に対す
る保育に要する経費を補助
する。

761,034

○補助対象
【未満児】２歳未満児が３名以上入所している私営保育所
【障害児】対象児童が１名以上入所している私営保育所

子ども
家庭課

62
放課後児
童健全育
成事業

　市町村が実施する放課後
児童健全育成事業に要する
費用を補助する。

1,278,623 ○放課後児童クラブの運営費等に対する補助
子ども
家庭課

63

ワーク・
ライフ・
バランス
推進事業

　ワーク・ライフ・バラン
スの推進と育児・介護休業
制度等の定着促進を図るた
め、啓発資料の作成等を行
う。

393
○啓発資料の作成
　・仕事と育児・介護の両立のために　22,000部（予定）
　・広報誌等での制度広報

しごと
定住促
進課

NO.53
再掲

64

多様な働
き方の推
進による
企業の魅
力アップ
支援事業

　ワーク・ライフ・バラン
スの推進に取り組む中小企
業等の働きやすい職場環境
づくりに向けた支援を実施
するとともに、その取組方
法や効果を県内企業に周知
し、普及を図る。

4,093
○コーディネーター派遣による多様な働き方の推進の取組支援
○管理職、人事・総務担当者を対象とした情報交換会・勉強会の開催

しごと
定住促
進課

NO.54
再掲

65

就労満足
度向上プ
ロジェク
ト事業

働き方改革推進の機運醸成
を図るとともに、企業・労
働者における具体的な取組
の実践・推進を促すため、
政労使一体となったキャン
ペーンを展開する。

14,028

○わくわくワークにいがたキャンペーン
　・ハッピー・パートナー企業の優良事例PR
　（優良事例の募集、報奨金の支給等）
　・職場単位のチーム制で共通目標達成に向けて取り組む労働者向け
　　チャレンジキャンペーン（達成者には報奨を実施）
　・その他、関連施策・イベントの実施
　・キャンペーンを通じた県内企業・労働者向けの周知啓発、
　　ＵＩターン事業等と連携した県外向け情報発信

しごと
定住促
進課

NO.55
再掲

8　
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 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

66

男性の育
児休業取
得促進事
業

　男性労働者が育児休業を
取得しやすい職場環境づく
りに取り組む事業主及び育
児休業を取得した労働者に
助成金を支給する。

13,200

○助成金交付対象
 ・パパママ子育て応援プラス認定企業の県内事業所に勤務する男性労
働者が所定の育児休業を取得した場合
○助成額
 ・育児休業の取得１回につき、事業主及び労働者に対し各５万円
　※　事業主に対する支給は１回まで

しごと
定住促
進課

67

にいがた
農業「新
３K」人づ
くり事業

　本県農業の次代の担い手
の確保・育成を促進するた
め、就農希望者に対する相
談体制を整備するととも
に、就農から就農後の定着
まで一貫した支援を実施す
る。

51,505
のうち
6,887

　

○就農相談窓口の設置及び県内外での相談活動を支援
○新規就農者や起業を目指す女性農業者等への経営管理指導や研修会
等を実施
○地域のリーダーとなり得る女性の育成、女性グループの活動、女性
農業者活躍の意義の普及、女性が働きやすい環境づくりを支援

経営普
及課

68

女性・高
齢者等新
規就業促
進プロジ
ェクト

　現在職に就いていない女
性・高齢者等の新規就業を
支援するため、対象者の掘
り起こし、企業の職場環境
改善支援やマッチング等
を、官民連携プラット
フォームを形成し、一体的
に実施する。

16,697
〇事業内容
　対象者へのアプローチ・掘り起こし・就業への誘導、企業側の受入
環境整備支援、マッチング等

雇用能
力開発
課

69
啓発資料
の配布

　性別による固定的な役割
分担意識の解消を図り、男
女平等への理解を深めるた
め、啓発用パンフレットを
県民各層に幅広く配布す
る。

0

○パンフレット
　新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例のあらまし、計画の
冊子・ダイジェスト版、啓発冊子
○配布対象　当課事業等の参加者等

政策企
画課

NO.39
再掲

70

男女平等
推進相談
員配置事
業

　「男女平等社会の形成の
推進に関する条例」に基づ
き、性別による差別的取扱
いなど男女平等社会の形成
を阻害する様々な問題に関
する、県民等からの相談に
応ずる。

5,655
○内容
  男女平等推進相談員の配置

政策企
画課

NO.52
再掲

71

配偶者暴
力被害者
支援体制
強化事業
（関係者
資質向上
事業費）

　いわゆるドメスティッ
ク・バイオレンスの根絶に
向けて、福祉、保健、教
育、医療、警察、司法、民
間団体等の関係機関と連携
して、被害にあった女性の
相談や保護・自立支援に努
めるため、連絡会議及び研
修会等を開催する。

514

○内容
・「配偶者暴力防止連絡会議」、「配偶者暴力防止実務担当者会議」
の開催
・市町村等担当者向け研修、県民向け講演会の開催

子ども
家庭課

72

多様な人
材が活躍
できる農
業推進事
業

　新型コロナウイルス感染
症の影響による求職の動き
に対応し、女性・高齢者・
障がい者等多様な人材が働
きやすい就業環境の整備や
農福連携の推進など、農業
における誰もが働きやすい
安全で衛生的な就業環境づ
くりを推進する。

15,000

○環境整備支援
　 農業法人等において、誰もが働きやすい安全で衛生的な就業環境の
整備に必要な施設改修等を支援する。
・補助率：１／２
・上限補助額：1,000千円

○農福連携支援
　 農業法人等が行う農福連携の取組に必要な知識習得や障がい者の就
業環境改善に資する設備の改修や備品購入等を支援する。
・補助率：１／２以内、一部定額
・上限補助額：1,000千円

経営普
及課

9　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

エ　施策の総合的・計画的推進

73

男女平等
推進施策
調整会議
の開催

　男女平等推進に関する基
本的方針の検討、施策の総
合的な推進、及び関係部局
間の連絡調整を図る。

0

○構成メンバー
  ・議　長　知事
  ・副議長　副知事
  ・構成員　各部局長、教育長、県警察本部長　21名　計23名

政策企
画課

74

男女平等
社会推進
審議会開
催

　男女平等社会の形成に向
けて、総合的な施策の推進
を図るため、各方面から意
見聴取を行い、県の施策に
反映させる。

251
○男女平等社会推進審議会
  ・構成　20名
  ・開催回数　年１回

政策企
画課

75

公益財団
法人新潟
県女性財
団事業費
補助事業

　公益財団法人新潟県女性
財団が実施する事業に要す
る経費を補助し、男女平等
社会の形成のために、官民
の協働を進めていく。

27,973

○補助事業
  ・専門性の向上を目指した人材育成事業の充実
  ・市町村や民間団体のネットワーク化支援と交流促進
  ・情報発信の充実

政策企
画課

NO.38
再掲

76

男女平等
推進相談
員配置事
業

　「男女平等社会の形成の
推進に関する条例」に基づ
き、性別による差別的取扱
いなど男女平等社会の形成
を阻害する様々な問題に関
する、県民等からの相談に
応ずる。

5,655
○内容
  男女平等推進相談員の配置

政策企
画課

NO.52
再掲

77

市町村に
おける男
女平等推
進施策推
進状況調
査

　市町村の男女平等施策推
進体制、男女平等推進関連
事業の実施状況、審議会等
委員への女性の登用状況等
を把握し分析することによ
り、市町村の施策の推進に
役立てることを目的とし
て、調査を行い公表する。

0

○調査項目
  ・男女共同参画政策の所管課の状況
  ・男女共同参画計画等の策定状況
  ・庁内連絡会議の設置状況
  ・懇談会・諮問機関の設置状況
  ・男女共同参画関連予算・事業　等

政策企
画課

NO.48
再掲

78

男女平等
社会の形
成推進事
業

　男女が共に参画し、多様
な生き方が選択できる社会
の実現に向けて、県民の理
解を深めるための意識啓発
を図る。

745

○内容
　・「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」の推
    進状況（年次報告書）の作成・公表
　・「第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」の印
   刷
　・県民アンケート調査の実施

政策企
画課

NO.42
再掲

79

市町村男
女平等推
進主管課
長会議

　市町村男女平等推進主管
課長会議を開催し、県及び
市町村の男女平等推進の取
組の状況等の情報提供を行
い、市町村との連携により
男女平等社会の形成に向け
た施策を推進する。

45

○内容
  ・男女平等推進に関する講演
  ・男女平等推進関係事業説明

政策企
画課

NO.47
再掲

80

市町村男
女平等推
進担当者
研修会

　市町村の男女平等推進施
策を支援するため、市町村
男女平等推進担当者に対し
て研修を実施する。

0
○内容
  ・担当者基礎研修会
  ・男女共同参画推進体制づくり研修会

政策企
画課

81
図書情報
ルームの
充実

　新潟ユニゾンプラザ２階
にある図書情報ルームにお
いて、男女平等推進関連の
出版物やビデオ等の購入に
より情報の充実を図る。

244 ○内容　出版物やビデオ等の購入
福祉保
健総務
課

NO.44
再掲

２　子ども・若者

ア　いじめ防止の推進

82
教育相談
センター

　県立教育センターの相談
機能の拡充を図り、教育相
談指導体制の充実を図る。

2,345
○電話相談（悩みごと相談テレホン）の実施
○来所相談業務の実施
　相談員を１人配置し、電話相談及び来所相談に対応する。

生徒指
導課

83

小・中・
特別支援
学校ス
クールカ
ウンセ
ラー活用

　児童生徒の臨床心理に関
して高度に専門的な知識経
験を有するスクールカウン
セラー等を小・中学校･義
務教育学校等に配置する。

129,339
○すべての公立小学校・中学校･義務教育学校・特別支援学校に配置。
○勤務は原則、年34週、年間238h。

生徒指
導課

10　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

84

高等学校
スクール
カウンセ
ラー活用
事業

　生徒の臨床心理に関して
高度に専門的な知識経験を
有するスクールカウンセ
ラーを、県立高等学校、中
等教育学校に配置する。

68,530
〇全ての県立高等学校本校・分校、中等教育学校に配置
〇勤務は原則、年37週、１日当たり４時間。定時制・通信制高校は週
当たり10～12時間配置。

生徒指
導課

85

小・中・
特別支援
学校ス
クール
ソーシャ
ルワー
カー活用
事業

　上・中・下越教育事務所
にスクールソーシャルワー
カーを配置し、市町村立
小・中学校等の支援体制を
整備する。

28,653
〇上越・下越に各２人、中越に３人配置
〇勤務は原則、年間180日、週４日、１日当たり7.5時間

生徒指
導課

86

高等学校
スクール
ソーシャ
ルワー
カー活用
事業

　生徒指導課にスクール
ソーシャルワーカーを配置
し、県立学校の支援体制を
整備する。

22,528
〇生徒指導課に５人配置
〇勤務は原則、年間180日、週４日、１日当たり7.5時間

生徒指
導課

87
いじめ見
逃しゼロ
推進事業

　いじめ等の問題行動や不
登校の解消及び未然防止に
向けて、学校、家庭、地域
が一体となった運動を展開
し、児童生徒の豊かな人間
性を育成する。

6,902

〇担当指導主事、臨床心理士、スクールソーシャルワーカー等で構成
　する「総合支援チーム」の派遣
〇「深めよう　絆　にいがた県民会議」を主体とした社会全体への啓
　発活動、児童生徒の健全育成支援活動
○小学校10校による「いじめの未然防止実践研究パイロット事業」の
　実施

生徒指
導課

88

いじめ相
談電話24
時間体制
整備

　いじめ問題等に悩む子ど
もや保護者が、相談したい
ときにいつでも相談できる
ように、相談電話窓口を休
日も含めて24時間開設す
る。

6,607

○平日の昼間（８時30分～17時15分）は生徒指導課の専用電話で対
  応。
○平日の夜間（17時15分～８時30分）は転送電話システムにより、民
  間委託した相談員が専用電話で対応。
○土日、祝祭日、年末年始等の休日は、全日、転送電話システムに
  より、民間委託した相談員が専用電話で対応。

生徒指
導課

89
いじめ相
談メール
窓口運営

　悩みを抱える児童生徒や
保護者のメールによる初期
相談を受けることにより、
相談しやすい環境を整え
る。
　メールによる初期相談を
受け付けることにより、相
談者が抱える悩みの解決に
向け、相談電話や来所相談
につないでいく体制を整備
する。

177

〇毎日、24時間受付
〇平日の8時30分から17時15分まで、生徒指導課の担当指導主事による
　返信。
〇平日の夜間（17時15分～8時30分）及び休日は自動応答により、相談
　者に対応。

生徒指
導課

90

いじめ防
止に関す
るホーム
ページ充
実費

　いじめ防止等に係る取組
を広報するとともに、生徒
指導上の悩みを抱える児童
生徒や保護者を支援するた
めの情報を発信し、児童生
徒が安心して生活できる環
境を整備する。

2,473

〇「新潟県いじめ対策ポータル」と題し、悩みを抱える児童生徒や保
　護者を元気づけたり、支えたりできるような、いじめ防止等に関す
　る情報や気軽に相談できる窓口等を積極的に発信するホームページ
　を運営。

生徒指
導課

91

ＳＮＳを
活用した
相談体制
整備

　児童生徒を取り巻く情報
環境の変化に伴い、ＳＮＳ
を活用した相談体制を構築
し、児童生徒の悩みをすく
い上げ、いじめ等の早期発
見、適切かつ迅速な対応に
努め、重大事案発生の未然
防止を目指す。

30,135

〇県内の中高生を対象。
〇平日は17時から22時までの５時間、休日は15時から20時までの５時
  間、いじめ等に関する相談を受付け。
〇児童生徒に多く利用されているＳＮＳツールであるＬＩＮＥを活
　用。
〇民間委託した臨床心理士などの有資格者が相談員となって対応。

生徒指
導課
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

イ　児童虐待防止への取組

92
児童虐待
防止強化
事業

　深刻化する児童虐待の未
然防止と早期対応、適切な
ケアのため、県民に対する
意識啓発や相談窓口の紹介
等の広報普及活動を行う。
また、福祉、保健、教育、
医療、警察、司法等の関係
機関の連携を強化するため
の会議や研修会等を実施す
る。

7,250

○内容
　・関係機関や団体の代表者による「県要保護児童対策地域協議会」
　及び地区別会議、研修会の開催
　・児童虐待・ＤＶ防止「支援検討専門会議」の開催
　・乳幼児虐待予防研修の開催
　・「ヤングケアラー支援検討会議」、ヤングケアラーに関する
　関係機関向け研修会の開催
　・ヤングケアラーコーディネーターの配置
　・各種媒体での広報・啓発

子ども
家庭課

ウ　要保護児童の権利擁護対策

93

社会福祉
施設等指
導監査事
務

　児童福祉施設等の運営が
適正に行われるよう、施設
等の指導監査を行う。
　（児童の権利擁護に関す
る職員研修等を行うよう指
導）

2,439

○児童福祉施設に対する指導監査
　・乳児院
　・児童養護施設
　・児童自立支援施設
　・母子生活支援施設

国保・
福祉指
導課

エ　児童買春・児童ポルノ等の根絶に向けた取組の推進       

94
啓発活動
への協力

　青少年育成団体・保護司
会等を中心した啓発活動へ
の協力

0 ○関係団体と協力し、啓発活動を実施
子ども
家庭課

95
教職員に
対する啓
発

　性的非行、有害サイトの
利用等の防止にかかわる啓
発活動を実施する。

0 ○生徒指導にかかわる研修会での啓発活動の実施
生徒指
導課

96

「少年サ
ポートセ
ンター」
による支
援活動

　児童買春や児童ポルノ及
びいじめ等の再被害防止の
ため、「少年サポートセン
ター」において、少年相談
や支援活動を実施する。

2,018 〇関係機関と連携し、再被害防止に向けた少年相談や支援活動を実施
警察本
部少年
課

オ　有害情報からの遮断に向けた啓発

97

図書類等
自動販売
機立入調
査

　図書類等自動販売機立入
調査

14
○実施時期　随時
○内　　容　地域機関、子ども家庭課にて調査等を実施
○予　　算　旅費

子ども
家庭課

98
啓発資料
の作成、
配布

　県内の青少年を対象に健
全育成の啓発を目的とした
リーフレットを作成する。

150
○リーフレット
　・対象　小学校から高等学校までの児童・生徒及び保護者
　・配布時期　7月以降随時

子ども
家庭課

NO.33
再掲

99
児童・保
護者に対
する啓発

 学校の児童、保護者、教
職員対象に啓発活動を実施
する。

0
○学校における講習会を開催し、児童買春や児童ポルノ及びいじめ被
害の未然防止を目的とした啓発を実施

警察本
部少年
課

100

インター
ネットに
よる情報
発信

  新潟県警ホームページを
活用し、児童買春、児童ポ
ルノの被害防止や、「フィ
ルタリング機能」の活用及
びいじめ相談窓口につい
て、情報発信を行う。

0

○掲載内容
　・少年相談窓口の案内
　・少年の健全育成に関する情報

警察本
部少年
課

NO.35
再掲

カ　子どもの貧困対策の推進

101

奨学のた
めの給付
金事業

  全ての意思ある高校生等
が安心して教育を受けられ
るよう、授業料以外の教育
費負担を軽減するため、高
校生等がいる低所得世帯を
対象に奨学のための給付金
を支給し、支援を行う。

458,055

○制度概要
　非課税世帯(生活保護世帯含む）の高校生等に授業料以外の教育費
（教科書費、教材費、修学旅行費等）を支給
○支給額　世帯状況等により区分（年額32,300円～143,700円）
○事業内容
　通常給付、前倒し給付（新入生対象の一部早期支給）、家計急変世
帯への給付を実施

財務課

12　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

102

特別支援
学校児童
生徒就学
奨励費

　特別支援学校等へ就学す
る幼児児童生徒の保護者に
対し、学校用品購入費等に
ついて経済的援助を行う。

409,181
　特別支援学校等に就学する児童生徒を対象に、就学奨励事業を実施
する。

義務教
育課

103

特別支援
学校高等
部生徒共
生社会推
進強化事
業

　福祉や労働機関との密接
な連携体制の構築、障害者
雇用に係る理解啓発を推進
するとともに、働きながら
訓練する機会を保障する。

69,331

　働きながら訓練ができるよう、特別支援学校に業務補助員（障害者
限定）を配置する。
　高等部生徒の就業促進、就労定着を図るよう、就労促進コーディ
ネーターを配置する。

義務教
育課

104

地域人材
活用によ
る学力向
上事業

　学習状況や家庭環境等に
より、学習が遅れがちな児
童生徒一人一人にきめ細や
かな学習支援を行うため、
指導員を学校に派遣する。

3,705
　学習状況や家庭環境等により、学習が遅れがちな児童生徒一人一人
にきめ細やかな学習支援を行うため、指導員を学校に派遣している市
町村に補助金を交付する。

義務教
育課

105
県奨学金
貸付金

  教育の機会均等を図るた
め、経済的理由により修学
困難な者に対し、学費を貸
与する。

179,772
　経済的理由により修学困難な者に対し、奨学金の貸与を行うことに
より、教育の機会均等を図る。

高等学
校教育
課

106

就学援助
費（医療
費・学校
給食費）

  中等教育学校（前期課
程）及び特別支援学校（小
学部・中等部）に在籍し、
経済的理由により就学困難
な児童生徒の保護者に対し
就学援助を行う。

4,912
学校給食費　104人
医療費　7人

保健体
育課

107

放課後・
土曜日の
良好な教
育環境づ
くり事業

　子どもの学習機会を創出
するとともに、経済的な理
由等により教育環境に格差
が生じないよう、地域の人
材を活用し、放課後・土曜
日等に教育活動を行う市町
村の取組を支援する。

24,036

地域の実情に応じて市町村が実施する次の取組に対して補助を行う。
　・土曜学習
　・地域未来塾
　・放課後等支援活動（放課後子供教室）

生涯学
習推進
課

108

高等学校
スクール
カウンセ
ラー活用
事業

　生徒の臨床心理に関して
高度に専門的な知識経験を
有するスクールカウンセ
ラーを、県立高等学校、中
等教育学校に配置する。

68,530
〇全ての県立高等学校本校・分校、中等教育学校に配置
〇勤務は原則、年37週、１日当たり４時間。定時制・通信制高校は週
当たり10～12時間配置。

生徒指
導課

NO.84
再掲

109

小・中・
特別支援
学校ス
クール
ソーシャ
ルワー
カー活用
事業

　上・中・下越教育事務所
にスクールソーシャルワー
カーを配置し、市町村立
小・中学校等の支援体制を
整備する。

28,653
〇上越・下越に各２人、中越に３人配置
〇勤務は原則、年間180日、週４日、１日当たり7.5時間

生徒指
導課

NO.85
再掲

110

高等学校
スクール
ソーシャ
ルワー
カー活用
事業

　生徒指導課にスクール
ソーシャルワーカーを配置
し、県立学校の支援体制を
整備する。

22,528
〇生徒指導課に５人配置
〇勤務は原則、年間180日、週４日、１日当たり7.5時間

生徒指
導課

NO.86
再掲

キ　ひきこもりとなった子どもなどへの対応

111

就職氷河
期世代等
自立支援
ネット
ワーク化
推進事業

  地域若者サポートステー
ションを中心とした支援機
関等の相互連携及びネット
ワーク化を図るため、講演
会等を実施する。

13,275

○期　日　未定
○場　所　県内５か所（新潟・下越・三条・長岡・上越）
○対象者　若者支援機関、生活困窮者支援機関、市町村、ハローワー
　　　　　ク、教育関係者、医療関係者等
○内　容　・就職氷河期世代の自立支援をテーマにした講演会等
　　　　　・就職氷河期世代等無業者の支援機関との連絡調整等
　　　　　・協力企業、就労先企業の開拓等
　　　　　・臨床心理士による心理カウンセリング

雇用能
力開発
課

13　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

112

就職氷河
期世代等
無業者職
場実習受
入促進事
業

  地域若者サポートステー
ションの斡旋により、就職
氷河期世代等無業者が職場
実習（企業での短期就業体
験）を行う場合に、実習受
入企業に対して協力費を支
給することで、就職氷河期
世代等無業者の職場実習の
機会拡大を図る。

2,536

○事業内容
　地域若者サポートステーションの斡施により実施する就職氷河期世
代等無業者の職場実習を受け入れた企業に対し、協力費（1,000円／
日）を支給する。

雇用能
力開発
課

113

ひきこも
り地域支
援セン
ター事業

　就学、就労の問題等様々
な要因によりひきこもりを
続けている当事者やその家
族等に対し、専門的な支援
を早期に行うなど、ひきこ
もり対策を推進するための
体制を整備し、当事者及び
家族等の福祉の増進を図る
ことを目的とする。

975

○事業内容
　・専門相談
  ・ひきこもり対策連絡協議会の開催
  ・関係機関職員等研修会の開催
  ・普及啓発

障害福
祉課

114

不登校児
童生徒体
験活動推
進事業
「はつら
つ体験
塾」

　不登校傾向にある児童生
徒及びその保護者を対象に
自然体験活動等を実施し、
集団への適応性、円滑な人
間関係づくりや自立への一
助とする。

966

＜第１回（新潟県少年自然の家）＞
　日帰りミニキャンプ　　５月８日（日）
　フレンドリーキャンプ　６月11日（土）～12日（日）
　チャレンジキャンプ　　７月16日（土）～17日（日）
＜第２回＞
　日帰りミニキャンプin五頭（五頭連峰少年自然の家）　８月21日（日）
　日帰りミニキャンプin佐渡（両津地区公民館）　　　　９月18日（日）
＜第３回（新潟県少年自然の家）＞
　日帰りミニキャンプ　　11月13日（日）
　フレンドリーキャンプ　12月17日（土）～18日（日）
　チャレンジキャンプ　　１月21日（土）～22日（日）
〇キャンプで出会った友達との共同生活や自然体験活動等を通して、円滑な人
間係づくりを経験させ、社会性を高めたり、自信を回復させたりすることをね
らいとする。

生涯学
習推進
課

ア　啓発活動の推進

115 敬老事業
　敬老の日に高齢者の長寿
を祝福し、新規100歳者に
敬老記念品等を贈呈する。

8,022
○期　日　敬老の日
○対象者　新規100歳
○内　容　敬老記念品等の贈呈、表敬訪問

高齢福
祉保健
課

イ　社会参加活動の促進と自立支援    

116
「福祉の
店」事業

　障害者、高齢者の生きが
いづくり、障害者の社会参
加の促進等のため、障害
者、高齢者の作品を展示・
販売する「福祉の店」の運
営に対し、補助金を交付す
る。

7,500

県内２か所
　新潟店：新潟ユニゾンプラザ（新潟県社会福祉協議会）
　長岡店：長岡市社会福祉センター トモシア他（長岡市社会福祉協議
会）

福祉保
健総務
課

117

明るい長
寿社会づ
くり事業

　高齢者の生きがいと健康
づくりを推進するため、高
齢者自身の取組を支援し、
高齢者の社会活動の振興を
図る。

49,075

○全国健康福祉祭への参加者の派遣
○にいがたねんりんピックの開催
○シニアカレッジ新潟の運営
○高齢者の社会貢献促進事業
○機関誌「にいがたオアシス21」の刊行

高齢福
祉保健
課

118

認知症知
識普及講
座

　誰もが、その人らしく、
安心して暮らせる地域づく
りを目的とした「認知症サ
ポーターキャラバン」を、
市町村等と連携して推進す
る。

1,440
○キャラバン・メイト養成研修
○認知症サポーター養成講座
○キャラバン・メイト活動支援研修

高齢福
祉保健
課

３　高齢者
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

119

高齢者見
守り・支
え合い体
制推進事
業

　高齢者等の安心した暮ら
しを支えるため、地域で高
齢者等を見守り、支え合う
ネットワークを構築する。

1,504
○地域支え合い体制の構築に資する人材の育成、研修会の開催
○高齢者見守り強化月間における広報啓発　等

高齢福
祉保健
課

120

シルバー
人材セン
ター連合
運営費補
助金

　県下においてシルバー人
材センターの発展・拡充を
図るための事業を実施する
（公社）新潟県シルバー人
材センター連合会に対し、
補助金を交付する。

5,037 ○対象経費　人件費、一般管理費、事業費
雇用能
力開発
課

121

女性・高齢
者等新
規就業促進
プロジ
ェクト

　現在職に就いていない女
性・高齢者等の新規就業を
支援するため、対象者の掘
り起こし、企業の職場環境
改善支援やマッチング等
を、官民連携プラット
フォームを形成し、一体的
に実施する。

16,697
〇事業内容
　対象者へのアプローチ・掘り起こし・就業への誘導、企業側の受入
環境整備支援、マッチング等

雇用能
力開発
課

NO.68
再掲

ウ　権利擁護の推進                  

122

社会福祉
施設等指
導監査事
務

　老人福祉施設等の運営が
適正に行われるよう、施設
等の指導監査を行う。
  （苦情処理体制の整備、
情報提供、身体拘束の廃止
等について指導）

2,439

○老人福祉施設に対する指導監査
　・養護老人ホーム
　・特別養護老人ホーム
　・軽費老人ホーム
　・有料老人ホーム

国保・
福祉指
導課

NO.93
再掲

123

介護保険
事業者指
導事務

　介護保険施設等の運営が
適正に行われるよう、施設
等の指導監査を行う。
  （身体拘束の廃止等につ
いて指導）

1,276

○介護保険施設等（介護保険施設、居宅サービス事業所）に対する指
導監査
　・集団指導
　・運営指導
　・監査

国保・
福祉指
導課

124

介護サー
ビス情報
の公表事
業

　介護サービス情報の公表
（情報開示の標準化）を推
進することにより、介護
サービスの質を向上させ、
サービス利用者の満足度の
向上及び介護保険制度の適
切な運営に資する。

5,789

○介護サービス情報の公表
　・「介護サービス情報の公表」実施計画の策定
  ・介護サービス情報の確認及び公表
　・調査指針による確認調査の実施

国保・
福祉指
導課

125

国保連苦
情処理体
制整備助
成事業

　国民健康保険団体連合会
の行う介護サービス提供事
業者に係る苦情処理の体制
整備に助成する。

2,371
○事務取扱費（人件費、旅費等）
○苦情処理担当委員打合せ会
○苦情処理担当職員研修会

高齢福
祉保健
課

126

介護保険
事業者指
定事務

　事業者情報の管理を適切
かつ効率的に行うため、管
理システムを運営し、情報
を公開する。

6,092
○介護保険事業者台帳システムの維持・運営
○県のホームページで公開

高齢福
祉保健
課
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 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

127

高齢者虐
待防止
ネット
ワーク運
営推進事
業

　高齢者虐待に関する啓発
普及、関係機関の支援ネッ
トワークの構築を行うこと
により、地域における高齢
者虐待防止を図る。

454
○高齢者虐待防止普及啓発事業
○高齢者虐待防止ネットワーク運営推進協議会

高齢福
祉保健
課

128

高齢者権
利擁護相
談支援事
業

　市町村における高齢者虐
待等の困難事例に対して、
社会福祉士や弁護士等の専
門職チームが相談支援を行
うことで、適切な対応方法
の確立とネットワークの構
築を目指す。

998
○高齢者虐待等の相談窓口の設置
○市町村等からの相談に対する支援
○処遇困難事例の学習会の開催

高齢福
祉保健
課

129
市民後見
推進事業

　市町村が実施する市民後
見人確保に関する事業に対
して補助する。

11,029

○内　容
　市町村が実施する次の事業に係る事業費を補助する。
　・市民後見人養成研修
　・市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
　・市民後見人の適正な活動のための支援
　・市民後見人の活動の推進に関する事業

高齢福
祉保健
課

130

成年後見
制度体制
整備支援
事業

市町村における成年後見体
制整備と、持続可能な地域
連携ネットワークの運営を
支援するため、成年後見人
の受任調整の支援及び広域
的な広報・相談事業を行
う。

7,656

○内容
　成年後見制度利用促進基本計画等に関する研修及び中核機関等未整
備の市町村における訪問検討会、専門職団体等を交えた検討会の実施

高齢福
祉保健
課

131

認知症
コールセ
ンター運
営事業

　認知症の人やその家族等
が抱える心配ごとや悩みご
とに関する相談体制を充実
するとともに、市町村に対
し情報提供等を行い、認知
症の人やその家族等の福祉
増進を図る。

11,366
○相談業務
○認知症に関する各種情報の収集、整理
○市町村相談窓口に対する情報提供等

高齢福
祉保健
課

４　障害者

ア　啓発活動の推進

132 広報普及

　県民の精神保健の増進に
努めるとともに、精神障害
の予防から社会復帰に必要
な事業を実施し、地域精神
保健福祉の増進に努める。

263
○事業内容
　県民に対して精神保健福祉知識の広報普及を図る

障害福
祉課

133

障害者理
解普及啓
発事業

　障害への理解促進を図る
ため、各種啓発用リーフ
レットの作成等により障害
者差別解消法や障害者に関
するマーク等の周知を図
り、障害者に関する啓発活
動を総合的に展開する。

415
○事業内容
　・各種啓発用リーフレット等の作成
　・障害者週間啓発事業（ポスター、作文等コンクール）の実施

障害福
祉課

イ　社会参加の促進

134
「福祉の
店」事業

　障害者、高齢者の生きが
いづくり、障害者の社会参
加の促進等のため、障害
者、高齢者の作品を展示・
販売する「福祉の店」の運
営に対し、補助金を交付す
る。

7,500

県内２か所
　新潟店：新潟ユニゾンプラザ（新潟県社会福祉協議会）
　長岡店：長岡市社会福祉センター トモシア他（長岡市社会福祉協議
会）

福祉保
健総務
課

NO.116
再掲

135
不服審査
会事務

　障害者総合支援法第98条
及び児童福祉法第56条の５
の５に規定する不服審査会
を設置する。

79
○事業内容
　市町村が行った、障害支援区分認定・支給決定等の介護給付費等に
係る処分に対する審査請求の審理を行う。

障害福
祉課

16　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

１　新潟県視覚障害者情報
センター運営
　　点訳・音声訳図書の貸
出しや視覚障害者に必要な
情報の提供、各種相談等を
行う。

○平成18年度から指定管理者制度により（福）新潟県視覚障害者福祉
協会が管理運営

２　新潟県聴覚障害者情報
センター運営
　　字幕（手話）入りビデ
オ等の製作・貸出しや聴覚
障害者に必要な各種情報の
提供、情報機器の貸出し及
び各種相談等を行う。

○平成18年度から指定管理者制度により（福）新潟県身体障害者団体
連合会が管理運営

３　新潟県障害者リハビリ
テーションセンター運営
　　肢体不自由者の自立更
生（地域生活移行）を目的
として、医学的、心理的、
職業的リハビリテーション
を総合的に実施する。

○平成18年度から指定管理者制度により（福）豊潤舎が管理運営

４　新潟県障害者交流セン
ター運営
　　障害者の自立と社会参
加の促進に必要な、訓練、
教養・文化、スポーツ・レ
クリェーション、 団体支
援等の機能を備えた「交流
センター」として、生活の
質の向上の場を提供すると
ともに、各種教室等の事業
を実施する。

○平成18年度から指定管理者制度により（福）新潟県身体障害者団体
連合会が管理運営

137

障害者社
会参加推
進セン
ター運営
事業

　障害の有無にかかわらず
誰もが家庭や地域で明るく
暮らせる社会づくりに向
け、障害者自らによる各種
の社会参加促進施策を実施
し、地域における自立と社
会参加を促進する。

5,920

○（福）新潟県身体障害者団体連合会に委託
○事業内容
  ・相談、啓発・普及、生活環境改善等の社会参加推進事業の実施
  ・社会参加推進事業の実施に必要な情報の収集及び提供
  ・社会参加推進事業の実施等に関する調査研究
  ・関係団体指導者、社会参加促進事業に携わる者等の指導、育成
  ・その他社会参加推進のために必要な事業

障害福
祉課

138

障害福祉
大会補助
金

　障害福祉関係団体が実施
する研究大会等に対し、そ
の運営経費の一部を補助す
ることにより、心身障害者
の福祉の増進を図る。

0
〇　各種大会に対する助成を行う。
〇　助成大会
　　R4 助成大会なし

障害福
祉課

139

知的障害
者等団体
活動助成
事業

　知的障害児者団体が行う
事業に助成することによ
り、知的障害児者の福祉を
増進し、社会参加を推進す
る。

540

○各種事業に対する助成を行う。
〇助成団体
（一社）新潟県手をつなぐ育成会、新潟県重症心身障害児(者)を守る
会
〇負担割合
  県１／２　団体１／２

障害福
祉課

181,262136

新潟ふれ
愛プラザ
管理運営

障害福
祉課
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

140

身体障害
者団体活
動助成事
業

　身体障害児者団体が行う
各種事業に助成することに
より、身体障害者の福祉の
増進及び社会参加を推進す
る。

679

○各種事業に対する助成を行う。
○助成団体
（社）新潟県身体障害者団体連合会、新潟県手話サークル連絡協議会
○負担割合　県１／２　団体１／２

障害福
祉課

141

精神保健
福祉関係
団体補助
金

　精神保健福祉関係団体
が、精神保健福祉の向上の
ために行う事業に対し、補
助金を交付する。

810

○実施主体
　新潟県精神保健福祉協会 、特定非営利活動法人新潟県精神障害者家
　族会連合会、新潟県精神障害者社会福祉施設協議会、新潟県断酒連
　合会
○事業内容
　普及啓発費、研修会開催費等
○補助率　　１／２

障害福
祉課

１　点訳・音声訳奉仕員養
成
　　点字図書や録音図書の
作成を行う「点訳奉仕
　員」及び「音声訳奉仕
員」等を養成し、視覚障害
者の福祉の増進を図る。

○（福）新潟県視覚障害者福祉協会に委託
○事業内容　点訳奉仕員、点訳校正員の養成、音声訳奉仕員、音声訳
　校正員の養成

２　盲ろう者向け通訳・介
助員養成・派遣重度盲ろう
者の自立と社会参加を図る
ため、コミュニケーション
及び移動の支援を行う通
訳・ガイドヘルパーを養成
し、通訳者・介助員の派遣
を行う。

○（福）新潟県身体障害者団体連合会に委託
〇実施主体　県
○事業内容　盲ろう者向け通訳・介助員養成講座、盲ろう者向け通
　訳・介助員講師養成、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣

３　字幕入り映像ライブラ
リー事業
　　映像作品に字幕又は手
話を挿入した映像ライブラ
リーの制作を行う。

○（福）聴力障害者情報文化センターに委託

４　失語症者向け意思疎通
支援者・指導者養成事業
　　失語症者向け意思疎通
支援者・指導者の養成を行
う。

〇　新潟県言語聴覚士会に委託

５　軽・中等度難聴児補聴
器購入費助成事業
　　身体障害者手帳の交付
対象とならない軽・中等度
難聴児のコミュニケーショ
ン能力の向上を図るため、
当該児童に補聴器購入費用
を助成した市町村に費用の
一部を助成する。

○対象者
　聴力レベルが30dB以上の18歳未満の児童
　（ただし、医師が必要と認めた場合は30dB未満も対象）
○負担割合
　県１／３　市町村１／３　本人１／３
○実施主体　市町村（新潟市を除く。）

障害福
祉課

142 19,585

コミュニ
ケーショ
ン確保事
業費
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

１　点字による即時情報
ネットワーク事業
    新聞情報等をインター
ネットを利用して受け取
り、点字物として提供する
ことにより、視覚障害者の
情報格差を解消し、自立と
社会参加を促進する。

２　音声による新聞情報提
供システム事業
    点字を読むことが困難
な視覚障害者に対し、電話
を介し、音声により新聞情
報や地域の情報を提供する
ことにより、視覚障害者の
情報格差を解消し、自立と
社会参加を促進する。

144

スポーツ
振興事業
(障害者ス
ポーツ表
彰）

  障害者スポーツの競技大
会において優秀な成績を収
め、新潟県の障害者スポー
ツの向上及び振興に寄与し
た者又は団体を表彰し、県
民の障害に対する理解を深
め、障害者の社会参加推進
を図る。

128
○表彰の区分
  ・新潟県障害者スポーツ奨励賞

障害福
祉課

145

スポーツ
振興事業
（障害者
スポーツ
大会）

　障害者が競技等を通じ、
スポーツの楽しさを体験す
るとともに、県民の障害に
対する理解を深め、障害者
の社会参加を図る。

3,444
○新潟県障害者スポーツ大会
  全国大会派遣選手の選考会を兼ねて開催
○新潟県障害者スポーツ協会に委託

障害福
祉課

146

スポーツ
振興事業
（スポー
ツ教室開
催）

  スポーツをする機会の少
ない障害者に対し、その特
性に応じた技術、ルール、
心構え等の講習を通じ、ス
ポーツに親しむ機会を設け
る。

4,149
○新潟県障害者スポーツ協会に委託
○講習内容　スポーツの心構え等、各種スポーツルール、基本的実技

障害福
祉課

147

全国障害
者スポー
ツ大会選
手支援事
業
（全国障
害者ス
ポーツ大
会派遣）

　全国障害者スポーツ大会
に選手を派遣する。

9,077
○新潟県障害者スポーツ協会に委託
○令和４年　栃木県

障害福
祉課

148

全国障害
者スポー
ツ大会選
手支援事
業
（選手支
援）

　全国障害者スポーツ大会
に向けて、選手の支援を行
う。

8,367

○新潟県障害者スポーツ協会に委託
○事業内容
  ①合宿・練習会等
  ②団体競技チーム支援

障害福
祉課

149

障害者芸
術文化祭
開催事業

　障害者の芸術文化活動の
振興を通じて、障害のある
人の自立と社会参加を促進
し、生活を豊かにする。

8,024

○事業内容
　①新潟県障害者芸術文化祭の開催（（福）新潟県身体障害者団体連
合会に委託）
　②障害者芸術文化活動支援センターの運営（（福）みんなでいきる
に委託）

障害福
祉課

150

精神医療
相談窓口
事業

　早期に医療に繋げる観点
から、精神障害者及び家族
からの緊急の医療相談に応
じる。

7,921 〇稼働時間　24時間
障害福
祉課

○（福）新潟県視覚障害者福祉協会に委託143 367
情報支援
事業

障害福
祉課
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

１　手話通訳者設置
　　聴覚障害者、音声又は
言語機能障害者とのコミュ
ニケーションを円滑に行う
ため「手話通訳者」を設置
する。

○（一社）新潟県聴覚障害者協会に委託
○事業内容
　県本庁に来庁した聴覚障害者の手話通訳、県が関与する各種会合等
　の手話通訳

２　手話通訳者の養成・派
遣
　　聴覚障害者等のコミュ
ニケーション手段を確保す
るため、手話通訳者を養成
し、各種大会、研修会等に
手話通訳者等を派遣し、社
会参加を促進する。

○（一社）新潟県聴覚障害者協会に委託
○事業内容
　手話通訳者等の派遣、手話通訳者養成講座

３　要約筆記者の養成・派
遣
　　手話を使用しない中途
失聴者及び難聴者のコミュ
ニケーション手段の確保の
ため、要約筆記者を養成
し、各種大会、研修会等に
要約筆記者を派遣し、社会
参加を促進する。

○（一社）新潟県聴覚障害者協会に委託
○事業内容
　要約筆記者養成講座、要約筆記者講師養成、要約筆記者の派遣

４　手話講習会・手話講座
の開催

○（一社）新潟県聴覚障害者協会に委託
○事業内容
・手話講座
　小学生親子を対象に初心者向け手話講座を開催

152

知的障害
者社会参
加育成事
業【新
規】

　知的障害児者団体が行う
事業に助成することによ
り、知的障害児者の福祉を
増進し、社会参加を推進す
る。

1,463

○実施主体
　（一社）新潟県手をつなぐ育成会
○事業内容
　療育キャンプ・ボランティア活動・就労体験の機会の提供
○補助率
　事業費１０／１０、事務費２／３

障害福
祉課

153

心理リハ
ビリテー
ション訓
練会事業
【新規】

　知的障害児者団体が行う
事業に助成することによ
り、知的障害児者の福祉を
増進し、社会参加を推進す
る。

765

○事業主体
　新潟県肢体不自由児父母の会連合会
○事業内容
　全国的組織の心理リハビリテーション研究会の協力を得て、心身障
害児者とその保護者を対象に、短期集中訓練会等を行う。
○補助率
　事業費　１０／１０（参加者負担を除く）、事務費１／２

障害福
祉課

ウ　雇用・就労の促進

154

高齢者・
障害者向
け安心住
まいる整
備補助事
業

　高齢者・障害者の自立生
活の支援、介護者の負担軽
減を図り、在宅福祉の一層
の推進を図る観点から、高
齢者・障害者向けの住宅整
備に関する補助制度を実施
する。

29,700

○対 象 者
　介護保険法第７条第１項から第４項に規定される者、身体障害者手
帳１・２級及び療育手帳「Ａ」所持者（いずれも対象者の属する世帯
員の前年の収入合計は600万円未満）
○事業内容
　高齢者及び障害者向け住宅の増改築に対する市町村の助成額の1/2を
補助
○対象経費
　居室及び廊下等、トイレ、浴室、玄関の改造経費、段差解消機、階
段昇降機、ホームエレベーターの設置経費（補助基準額500千円又は
300千円）
○実施主体　市町村

高齢福
祉保健
課

155

授産活動
プロ
デュース
事業

　障害関係施設における授
産事業の新規分野進出や農
福連携に向けた取組を支援
し、福祉的就労にかかる作
業工賃を向上させること
で、障害者の自立を促進す
る。

23,060

○事業内容
　１　授産活動コーディネート事業
　２　ネットワーク定着・拡充
　３　新規分野進出支援事業
　４　農福連携事業
　５　アウトソーシング推進事業（新型コロナ対応）

障害福
祉課

156
職場適応
訓練費

　一定の条件該当者に対
し、公共職業安定所長が指
示する訓練を、１年以内の
期間を定め受託事業主に委
託する。

937 ○年間延べ６人分の訓練を委託により実施
雇用能
力開発
課

157

スマイ
ル・カン
パニー制
度

　障害者を多く雇用する企
業に対し、県が物品等の調
達を積極的に行い、障害者
の雇用の促進と安定を図
る。

0
○登録事業者（障害者を一定以上雇用しているなどの事業者）の募集
○登録事業者から、物品等の調達を積極的に行う。

雇用能
力開発
課

障害福
祉課

11,784
手話普及
推進事業

151
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

158

障害者職
場実習受
入促進事
業

　障害者就業・生活支援セ
ンターの斡旋により、障害
者が職場実習（企業での短
期就業体験）を行う場合
に、実習受入企業に対して
協力費を支給することで、
障害者の職場実習の機会拡
大を図る。

9,688
○事業内容
　障害者就業・生活支援センターの斡施により実施する障害者の職場
実習を受け入れた企業に対し、協力費（1,000円／日）を支給する。

雇用能
力開発
課

159

障害者職
場実習支
援事業

　障害者就業・生活支援セ
ンターの斡旋により、障害
者が職場実習（企業での短
期就業体験）を行う場合
に、奨励金を支給し、障害
者の職場実習の機会拡大を
図る。

8,059
○事業内容
　障害者就業・生活支援センターの斡施により職場実習を行う障害者
に対し、実習中の傷害保険料及び手当（700円/日）を支給する。

雇用能
力開発
課

160

障害者雇
用理解促
進事業

　障害者雇用の経験がない
企業等に対して、県内の障
害者雇用先進企業の好事例
を提供するため、企業見学
会の開催や先進企業事例集
の作成・配布を行い、障害
者雇用の理解促進を図る。
　また、障害者の雇用につ
いて、広く県民一般の理解
を得るため雇用に功績の
あった事業所、個人及び優
秀勤労障害者の表彰を実施
する。

285
○事業内容
　・先進企業見学会
　・障害者雇用優良事業所等表彰

雇用能
力開発
課

161

障害者雇
用促進プ
ロジェク
ト費

　障害者の一般就労に向け
て、障害者の特性に応じた
業務の創造や能力向上及び
就業環境の整備の取組等を
支援するとともに、県内企
業への普及啓発により、障
害者雇用の促進を図る。

11,219

○事業内容
　・県内事業主等に、障害者雇用準備や職場定着の取組にかかる経費
を助成
　・障害者雇用に取り組む企業に対して助言等を行うコーディネー
ターの派遣

雇用能
力開発
課

162

障害者雇
用促進能
力開発事
業

　障害者を対象に、新潟テ
クノスクールで施設内職業
訓練を実施するほか、企
業、社会福祉法人等を活用
し、地域の障害者雇用ニー
ズに対応した委託職業訓練
を機動的に実施し、雇用の
促進を図る。また、訓練の
利用促進のため、関係機関
との連携強化を図る。

93,109

○事業内容
　・施設内訓練　　 定員 20名　　期間１年
　・委託訓練　　   定員160名　　期間２～４か月

雇用能
力開発
課

エ　教育環境の整備

163
交流及び
共同学習

　特別支援学校・学級の児
童生徒と、小・中学校の児
童生徒の交流を行う。障害
のある児童生徒と地域の
人々と交流を行う。

0

○新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら、特別支援学校と小
中高等学校が、総合的な学習の時間や教科学習等において、オンライ
ン等による間接的な交流及び共同学習の可能な範囲での実施
○小中学校の特別支援学級と通常の学級が、新型コロナウイルス感染
防止対策を講じながら、教科学習等を通した交流及び共同学習の可能
な範囲での実施

義務教
育課

NO.1再
掲

オ　地域生活の支援

　身体障害者の更生に必要
な医療であって、その障害
を除去し、又は軽減して職
業能力を増進し、又は日常
生活を容易にすること等を
目的とした医療費の給付を
行う。

425,642

　医療費の審査を専門機関
に委託する。

2,400

　精神障害者に関する適正
な医療を普及するため、精
神障害者の通院医療費につ
いて給付を行う。

1,683,350

　医療費の審査を専門機関
に委託する。

27,432

障害福
祉課

自立支援
医療費負
担金（精
神通院医
療）

○対象者　精神障害等により継続して通院医療が必要と認められる者

164

自立支援
医療費負
担金（更
生医療）

○対象者　18歳以上の身体障害者
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

165

精神科救
急医療対
策事業
（精神科
救急医療
システム
運営事
業）

　病院群輪番制等による精
神科救急医療施設を整備
し、休日及び夜間における
緊急な医療を必要とする精
神障害者等のための精神科
救急医療体制を整備する。

32,127

○事業内容
　・精神科救急医療システム連絡調整委員会の開催
　・休日及び夜間の精神科救急医療施設に対する補助
　・空床確保事業

障害福
祉課

166

重度心身
障害者医
療費助成

　重度心身障害者の医療費
自己負担額等を助成するこ
とにより、障害者の福祉の
向上と経済的負担の軽減を
図る。

1,463,909

○対象者
　身体障害者手帳１～３級及び療育手帳「Ａ」及び精神障害者手帳１
級を所持する者
○受給者証交付数
　令和３年３月31日現在　38,223人（他に所得制限による助成停止者
1,025人）
○実施機関  市町村
○助成方法  現物給付（原則）

障害福
祉課

１　特別障害者手当等
　　在宅の重度障害児・者
に、その重度の障害のため
に生じる特別の負担を軽減
する一助として支給する。

44,345
○障害児福祉手当  月額　14,850円
○特別障害者手当  月額　27,300円
○福 祉 手 当     月額　14,850円

２　特別児童扶養手当
　　精神又は身体に障害を
有する20歳未満の児童を家
庭において養育している父
母等の養育者に支給し、福
祉の増進を図る。

0 ○月額  児童１人　障害等級１級（52,400円）、２級（34,900円）

168

心身障害
者扶養共
済制度

　心身障害者の保護者の相
互扶助の精神に基づき、保
護者が死亡又は重度障害の
状態となった後の心身障害
者の生活の安定と福祉の増
進に資するとともに、心身
障害者の将来に対して保護
者の不安の軽減を図る。

699,600

○加入対象者
　知的障害者、身体障害者手帳１級から３級に該当する者、その他精
神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害程度が前記に掲げ
る者と同程度と認められる者を扶養している保護者で、年齢65歳未満
の者（任意加入）
○年金、弔慰金、脱退一時金を給付

障害福
祉課

169

在宅重度
重複障害
者介護見
舞金

　在宅重度重複障害児・者
の福祉の向上と保護者の軽
減を図る。

19,440 ○月  額　２万円
障害福
祉課

171

市町村地
域生活支
援事業

　障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援する
ための法律に基づき市町村
が実施する地域生活支援事
業に要する経費の一部を補
助する。

358,959

○実施主体　市町村
○事業内容
　①理解促進研修・啓発事業
　②自発的活動支援事業
　③相談支援事業
　④成年後見制度利用支援事業
　⑤成年後見制度法人後見支援事業
　⑥意思疎通支援事業
　⑦日常生活用具給付等事業
　⑧手話奉仕員養成研修事業
　⑨移動支援事業
　⑩地域活動支援センター機能強化事業
　⑪任意事業
　⑫特別支援事業
　⑬地域生活支援促進事業

障害福
祉課

170

障害福
祉課

介護給付
費等負担
金

　障害者及び障害児が基本
的人権を享有する個人とし
ての尊厳にふさわしい日常
生活又は社会生活を営むこ
とができるよう、必要な障
害福祉サービスに係る給
付、地域生活支援事業その
他の支援を総合的に行い障
害者の福祉の増進を図る。

11,132,065
障害福
祉課

167

特別障害
者手当等
給付

〇事業内容
　介護給付費、訓練等給付費、計画相談支援給付費等を負担すること
により、障害者の自立を支援する。
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

172

視覚障害
者等支援
事業

　補助犬を育成し、重度視
覚障害者等に給付すること
により日常生活を容易にす
るとともに社会参加活動の
促進を図る。

7,560 ○（公財）日本盲導犬協会等に委託
障害福
祉課

173

障害者総
合支援法
施行事務
円滑化事
業

　障害者総合支援法を円滑
に施行するための取組を行
う。

6,087

○事業内容
  １　説明会の開催
　２　広報啓発
　３　システム改修等
　４　派遣職員業務委託
  ５　非常勤職員の配置

障害福
祉課

174 補装具

　身体障害児(者)及び難病
患者の失われた部位、障害
のある部分を補い、必要な
身体機能を獲得し、又は補
うために用いる用具の購
入、修理および借受に係る
費用を補装具費として支給
する。

142,535

○実施機関　市町村
○給付方法　費用の支給
○費用負担　費用の１割負担（所得に応じた上限あり）
　　　　　　H22.4.1から市町村民税非課税世帯について利用者負担
            無料

障害福
祉課

１　視覚障害者生活訓練
 　 視覚障害者を対象に、
家庭生活や社会生活に必要
な知識や能力を身に付ける
ための訓練を行い、社会参
加の促進を図る。

○(福)新潟県視覚障害者福祉協会に委託
○県内各地で講習会等を開催
○家事、人間関係、生活設計、職業、教養等に関すること。

２  中途失明者緊急生活訓
練
 　 中途失明者を対象に、
今後の生活の方途を見出す
ための助言・指導や自立生
活に必要な前訓練としての
感覚訓練や点字指導等を行
い、社会復帰の促進を図
る。

○(福)新潟県視覚障害者福祉協会に委託
○歩行訓練、点字指導、更正相談等

３  聴覚障害者生活訓練
    聴覚障害者を対象に、
日常生活や社会生活に必要
な知識やコミュニケーショ
ンの方法等を習得するため
の研修等を行い、社会参加
の促進を図る。

○(一社)新潟県聴覚障害者協会に委託
○職業生活、コミュニケーションの方法、人間関係、家庭の生活設
計、育児、芸術、文化等の一般教養、その他社会生活上必要事項

４　オストメイト社会適応
教室
　  人工ぼうこう、人工肛
門装着者に対し、装具の正
しい使用方法の習得、日常
生活における各種相談・講
習等を行い、社会復帰の促
進を図る。

○(福)新潟県身体障害者団体連合会に委託
○県内５～６地区ごとに実施

５　盲ろう者生活訓練
　　視覚及び聴覚障害があ
る障害者に対して訓練を行
い、盲ろう者の自立と社会
参加の促進を図る。

○(福)新潟県身体障害者団体連合会に委託
○コミュニケーション訓練、歩行訓練、日常生活動作訓練等

176

音声機能
障害者発
声訓練・
指導者養
成

　疾病等により喉頭を摘出
し、音声機能を喪失した者
を対象に発声訓練を実施す
るとともに、発声訓練指導
者の養成を行い、音声機能
障害者の社会復帰の促進を
図る。

657

○(福)新潟県身体障害者団体連合会に委託
○実施方法
  ・発声訓練
    毎月１～２回会合を開き、講師による訓練、又は自主的訓練を実
施
  ・指導者養成　指導者養成講習会への派遣

障害福
祉課

177

筋萎縮症
療育指導
検診

　進行性筋萎縮症患者や類
似症状がある在宅の重度肢
体不自由者の援護のため、
検診や療育相談を行い、障
害者及び家族の福祉の増進
を図る。

606
○（一社）日本筋ジストロフィー協会新潟県支部に委託
○検診・療育チーム　医師、看護師、作業療法士、ケースワーカー

障害福
祉課

175
障害福
祉課

8,823
身体障害
者の生活
訓練事業
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

178

障害者地
域生活支
援体制整
備事業

　地域における重層的な相
談支援体制を広域的・専門
的に支援するため、アドバ
イザーを派遣するととも
に、県全域における相談支
援体制に関する協議を行
い、障害者の地域での生活
を支援する。

54,416

○専門アドバイザー派遣事業
○相談支援拠点事業
○障害児等療育支援事業
○相談支援体制整備事業
○新潟県自立支援協議会の運営

障害福
祉課

179

発達障害
者支援セ
ンター運
営事業

　「新潟県発達障がい者支
援センターＲＩＳＥ（ライ
ズ）」において、発達障害
者及びその家族の専門的な
相談に応じるとともに、生
活全般にわたる支援につい
て関係機関との連携を行う
ことにより、発達障害者の
福祉の向上を図る。

2,173

○事業内容
　・本人及びその家族、関係機関への相談支援並びに情報提供
　・適切な発達支援及び就労支援
　・関係施設職員、小中学校・特別支援学校教職員等への情報提供
    及び研修
　・地域住民に対する普及啓発
　・福祉、医療、学校、労働等の関係機関との連絡調整

障害福
祉課

180

発達障害
者支援体
制整備事
業

　発達障害者が住み慣れた
地域で暮らし続けることが
できるよう、乳幼児期から
成人期までの各ライフス
テージに対応した支援を行
う体制を整備する。

942

○県の支援体制の整備
  発達障害者の乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制について
関係者により検討する「発達障害者支援体制整備検討委員会」を設置
する。
○家族支援体制の整備
  ペアレントメンターの養成等により、家族の支援及び家族同士の支
援体制を構築する。
○発達障害者地域支援マネジャーによる市町村等への支援
○アセスメントツール導入促進のための研修会等の実施

障害福
祉課

181

障害者就
業・生活
支援セン
ター事業

　障害者就業・生活支援セ
ンターにおいて、就業及び
これに伴う日常生活又は社
会生活上の支援を必要とす
る障害者に対し、雇用、保
健、福祉、教育等の関係機
関との連携を図りつつ、身
近な地域において必要な指
導・助言等の支援を行うこ
とにより、その雇用の促進
及び職業、生活の安定を図
る。

32,984

○実施主体　社会福祉法人等に委託
○事業内容
　障害者就業・生活支援センターに専任の生活支援担当職員を配置
し、就業及びこれに伴う生活上の支援を必要とする障害者の相談に応
じ、家庭や職場等を訪問すること等により、個々のニーズに応じた支
援を行う。

障害福
祉課

182

精神保健
福祉相談
事業

　精神疾患の早期発見、適
切な治療及び精神障害者の
社会復帰と社会参加の促進
を図るとともに、県民の精
神的健康の保持、増進を図
る。

2,295
　精神障害者・家族及び地域住民を対象に、医師・地域振興局健康福
祉（環境）部相談員が精神保健福祉相談及び訪問指導を行う。

障害福
祉課

183

精神保健
福祉相談
事業（精
神保健福
祉セン
ター）

 ストレスによる心の問
題、精神医療に関する相
談、精神障害者の社会復帰
などの精神保健福祉全般に
ついての相談を行う。

176
　個別相談及び集団療法により、医師・精神保健福祉相談員が精神保
健福祉相談を行う。

障害福
祉課

184

思春期精
神保健相
談事業

　思春期の心の問題に対
し、精神医学的診断、専門
的な相談指導を行って解決
を図る。

241

　思春期精神保健相談を実施し、専門医師による精神医学的診断指導
及びひきこもり家族教室、当事者、グループ活動を行う。
　思春期の適応障害、精神疾患、ひきこもり等について、関係職員に
対する研修を実施する。

障害福
祉課

185

高次脳機
能障害相
談支援セ
ンター事
業

　高次脳機能障害者及びそ
の家族に対する支援を行う
拠点として、新潟県高次脳
機能障害相談支援センター
を設置し、県内における高
次脳機能障害者等に対する
相談支援体制の整備及び県
民への普及啓発を行う。

4,878

○事業内容
 ・ 拠点への相談支援コーディネーターの配置
 ・ 高次脳機能障害支援拠点運営委員会の開催
 ・ 高次脳機能障害家族教室
 ・ 高次脳機能障害関係職員研修会の開催
 ・ 普及啓発

障害福
祉課
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

186

重度訪問
介護等の
利用促進
に係る市
町村支援
事業

　重度障害者の地域生活を
支援するため、訪問系サー
ビスに係る実支出額が国庫
負担基準額を超える市町村
に対し財政支援を行う。

39,891
○対象市町村
　 訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている市町村

障害福
祉課

187

ひきこも
り地域支
援セン
ター事業

　就学、就労の問題等様々
な要因によりひきこもりを
続けている当事者や家族等
に対し、専門的な支援を早
期に行うなど、ひきこもり
対策を推進するための体制
を整備し、当事者及び家族
等の福祉の増進を図ること
を目的とする。

975

○事業内容
　・専門相談
  ・ひきこもり対策連絡協議会の開催
  ・関係機関職員等研修会の開催
  ・普及啓発

障害福
祉課

NO.113
再掲

188

精神科救
急情報セ
ンター事
業

　消防機関等からの要請に
対し、一般救急システムと
の連絡調整、精神障害者等
の状態に応じて外来受診又
は入院可能な医療機関を紹
介する。

10,392

○稼働時間
  休日昼間（8:30～17:00）、夜間（17:00～8:30）
○設置場所
  県立精神医療センター

障害福
祉課

カ　権利擁護の推進                  

189

社会福祉
施設等指
導監査事
務

　障害福祉施設等の運営が
適正に行われるよう、施設
等の指導監査を行う。
  （苦情処理体制の整備、
人権に配慮したサービス提
供等について指導）

2,439

○障害者（児）福祉施設に対する指導監査
　・障害福祉サービス事業者
　・障害者支援施設
　・障害児施設

国保・
福祉指
導課

NO.93
再掲

190

福祉サー
ビス第三
者評価推
進事業

　公正・中立な第三者機関
が専門的かつ客観的に、事
業者が提供するサービスの
質を評価することにより、
個々の事業者の適切な事業
運営の確保とサービスの質
の向上を図るとともに、利
用者の適切なサービス選択
に資する。

1,102

○事業者を対象とした説明会等の開催
○評価調査者養成・継続研修の実施
○パンフレットの配布等により、受審事業者の確保、良質な評価調査
者の養成・確保、県民（利用者）への広報・周知を図る。

国保・
福祉指
導課

191
精神医療
審査会

　精神障害者等の人権擁護
を図るため、審査会を開催
する。

2,611

○事業内容
　医療保護入院届、措置入院及び医療保護入院の定期病状報告、入院
者等からの退院又は処遇改善の請求を審査し、入院継続の適否及び処
遇の適否を判定する。

障害福
祉課

192

介護給付
費等負担
金

　障害者及び障害児が基本
的人権を享有する個人とし
ての尊厳にふさわしい日常
生活又は社会生活を営むこ
とができるよう、必要な障
害福祉サービスに係る給
付、地域生活支援事業その
他の支援を総合的に行い、
障害者の福祉の増進を図
る。

11,132,065

○事業内容
  介護給付費、訓練等給付費、計画相談支援給付費等を負担すること
により、障害者の自立を支援する。

障害福
祉課

NO.170
再掲

193
児童保護
措置費

　障害児福祉の向上のた
め、障害児入所施設におけ
る児童の入所等の保護等に
要する費用を支弁する。

139,527

○対象施設
　福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、指定発達支援医療
機関

障害福
祉課

194

障害児入
所給付
費・負担
金

  障害児通所・入所給付費
の支給決定を受けた保護者
が障害児通所・入所支援を
受けた際に要した費用につ
いて支給・負担する。

1,533,662

○内訳
　・給付費　1,533,565千円
　・委託料　97千円

障害福
祉課

195
障害児入
所医療費

　医療型障害児入所施設に
おける障害児入所医療費及
び審査支払事務に対する委
託料を支弁する。

41,161
○内訳
　・医療費 41,137千円
　・委託料 24千円

障害福
祉課
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

１　障害者支援施設等整備
事業補助金
　　社会福祉法人等が行う
障害福祉サービス事業所等
の施設整備事業に対して補
助する。

○実施主体　　社会福祉法人等
○負担割合　　国１／２　県１／４　事業者１／４

２　障害福祉施設耐震診断
補助事業
　　社会福祉法人等が所有
する施設の耐震診断費用に
対して補助する。

○実施主体　　社会福祉法人等
○負担割合　　国１／３　県１／３　事業者１／３

197

障害者虐
待防止推
進事業

  障害者が尊厳を保ち地域
で生活できるよう、障害者
虐待の防止に関する協力体
制を強化する。

2,111

○事業内容
　・障害者権利擁護センターの設置
  ・自立支援協議会権利擁護部会の開催
　・支援専門委員の設置・派遣
  ・障害者虐待防止・権利擁護研修の開催

障害福
祉課

キ　福祉サービスの利用援助

198

サービ
ス・相談
支援者等
育成事業

　障害福祉サービス及び相
談支援の円滑な実施並びに
サービス等の質の向上を図
るため、サービス従事者又
は従事者に対し必要な指導
を行う者を育成する。

18,737

○事業内容
　１　障害支援区分認定調査員研修
　２　市町村審査会委員研修
　３　相談支援従事者養成研修
　４　サービス管理責任者研修
　５　強度行動障害支援者養成研修
　６　指導者養成研修

障害福
祉課

199

精神保健
福祉専門
教育研修
事業

　地域振興局健康福祉（環
境）部、市町村、社会復帰
施設その他の関係諸機関で
精神保健福祉業務に従事す
る職員に対し専門研修を行
い、技術水準の向上を図
る。

194
　ケース処遇研修、地域ケア指導者研修、法令研修、業務担当者研修
会等の専門研修会を実施する。

障害福
祉課

200

たん吸引
等実施従
事者養成
事業

　在宅の障害者等に対し
て、適切にたん吸引等を行
うことができる介護職員の
養成に必要な研修等を実施
する。

6,772
○事業内容
　・たん吸引等実施従業者養成研修
　・従事者認定証交付、事業者登録等

障害福
祉課

201

成年後見
制度法人
後見支援
事業

　市町村の成年後見制度利
用支援の取組を推進すると
ともに第三者後見人等の受
け皿となる法人後見実施団
体を拡充するため、地域関
係者による検討会を開催す
ることにより、成年後見制
度の利用を必要とする知的
障害者及び精神障害者等の
権利擁護を図る。

333 ○成年後見訪問検討会の実施
障害福
祉課

　障害者が基本的人権を享
有する個人としての尊厳に
ふさわしい日常生活又は社
会生活を営むための療養介
護医療費の給付・負担を行
い、障害者福祉の促進を図
る。

114,371

医療費の審査を専門機関に
委託する

287

586,277

療養介護
医療費負
担金

196

障害者支
援施設等
整備事業

障害福
祉課

障害福
祉課

202
○対象者
　医療と常時介護を要する人
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

ク　福祉のまちづくりの推進

203

福祉のま
ちづくり
施策推進
会議設置
事業

　福祉のまちづくりを着実
に推進するため、県民各層
の代表者からなる施策推進
会議を設置する。

299 ○委員構成　16名
障害福
祉課

204

バリアフ
リーまち
づくり事
業

　障害者や高齢者が数多く
利用する公共的施設周辺を
はじめとして、誰もが快
適・安全に移動できる、暮
らしやすいまちづくりを推
進する。

683,514

○事業内容
　公共的施設周辺の歩道の整備・信号機等交通安全施設の整備

障害福
祉課

205

障害者等
用駐車ス
ペース適
正利用事
業

　障害者などで、なおか
つ、歩行が困難な方に、
ショッピングセンター等の
障害者等用駐車スペースを
利用するための許可証を交
付することにより、当該ス
ペースの円滑な利用を図
る。

1,953

○事業内容
　１ スーパー等施設への制度の参加協力依頼
　２ 利用証、施設用ステッカー等作成・交付
　３ 制度の周知・啓発

障害福
祉課

206

医療的ケ
ア児等支
援体制整
備事業

　医療的ケア児を要する障
害児等が、保健・医療・福
祉・教育等関係機関の連携
促進により、地域で適切な
支援を受けられるよう、医
療的ケア児等コーディネー
ター等を育成する。また、
関係機関間の連絡調整及び
地域の支援者への助言等を
行う専門性の高いアドバイ
ザーを配置する。

13,878

○事業内容
　１　医療的ケア児等コーディネーター等養成研修
　２　医療的ケア児等アドバイザー事業
　３　医療的ケア児支援センター開設支援事業

障害福
祉課

207
無電柱化
推進事業

　安全で快適な歩行空間の
確保を図るため、無電柱化
により、バリアフリー化を
推進する。

196,000

○事業内容
・主要地方道　高田停車場線(上越市)　全体計画延長  L=480m
・一般県道　長岡中之島見附線(長岡市)　全体計画延長　L=620m

道路建
設課

208
住戸内手
摺設置

　既設県営住宅において、
入居者の高齢化に対応する
ため、浴室及びトイレに手
摺を設置する。

6,450 ○高齢者の入居状況を踏まえて対応する。
建築住
宅課

５　同和問題 

ア　啓発活動の推進

209

同和問題
啓発パン
フレット
作成・配
布

　県民に対し同和問題を正
しく理解し、その解決を図
るため、同和問題啓発のパ
ンフレットを作成し、配布
する。

0
○配布先
　じんけんフェスティバルにおける配布、各種研修会における配布な
ど

福祉保
健総務
課

210

企業の社
会的責任
と人権講
演会

　県内の企業管理者、経営
者を対象に、企業における
人権問題に対する理解と取
組の一助となるために先進
企業の人権担当者による人
権講演会及び説明会を行
う。

1,000

○期　日　未定
○場　所　未定
○対象者　県内の企業管理者、経営者
○内　容　未定

福祉保
健総務
課

NO.18
再掲

211
同和問題
講演会

一般県民を対象に、同和問
題の啓発を図るため、講演
会を開催する。

379

○期　日　未定
○場　所　未定
○対象者　県民
○内　容　未定

福祉保
健総務
課

212

隣保館運
営等事業
費補助金

　隣保館を運営し、又は広
域隣保活動事業を実施する
市町村に対し補助金を交付
する。

8,882
○実施市町村
  ・新発田市　隣保館運営費、地域交流促進事業、相談機能強化事業
  ・胎内市　　広域隣保活動事業

福祉保
健総務
課

213

えせ同和
行為排除
のための
パンフ
レット配
布

　えせ同和行為への対応を
パンフレットにより周知す
る。

0 ○配布先　各種研修会等における配布
福祉保
健総務
課

27　



当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

214

同和問題
に関する
行政職員
現地研修
会

　行政に携わる職員一人一
人が、同和問題に対する正
しい理解と認識を深め、人
権に配慮した行政を推進す
るため、現地研修会を行
う。

72

○期　日　未定
○場　所　未定
○対象者　県及び市町村の行政職員20人程度
○内　容　・説明　部落解放同盟新潟県連合会（予定）

福祉保
健総務
課

215

人権擁護
委員に対
する研修

　新潟地方法務局が実施す
る人権擁護委員に対する研
修において、同和問題につ
いての講義を実施する。

0

○期　日　令和４年11月
○場　所　新潟地方法務局
○対象者　新潟県内の人権擁護委員
○内　容　同和問題について

福祉保
健総務
課

216
地域改善
指導事務

　市町村が行う地域改善対
策事業に対して助言を行
い、その適正化を図るとと
もに、各種会議に参加す
る。

206 ○負担　国1/2　県1/2
福祉保
健総務
課

217
各種団体
負担金

　社会福祉行政の円滑な運
営を図るため、各種団体に
対し、負担金を支払う。

220
○全国隣保館職員研修会負担金
○全国隣保館連絡協議会東日本ブロック会負担金

福祉保
健総務
課

218
パネルの
展示

　県民の同和問題、差別に
つながる身元調査に関する
関心を喚起するともに、人
権意識の高揚を図るため、
パネルを掲示する。

0 ○人権講演会、じんけんフェスティバル、各種イベント時に掲示
福祉保
健総務
課

219
チラシ配
布

　県民の差別につながる身
元調査に関する関心を喚起
するともに、人権意識の高
揚を図るため、啓発チラシ
を配付する。

0

○啓発チラシを配布
○配布方法：県内市町村を通じた配付、県施設への設置、街頭での配
布
　　　　　　等

福祉保
健総務
課

220
横断幕の
掲出

　県民の差別につながる身
元調査に関する関心を喚起
するともに、人権意識の高
揚を図るため、横断幕を掲
出する。

11
○場所　県庁前十字路
○掲出期間　令和４年10月

福祉保
健総務
課

221

公正採用
選考推進
費

　県内企業に対して同和問
題の認識を深めるために啓
発資料を作成する。

106
○名称　差別のない雇用をめざして
○対象　県内企業
○部数　2,500部

しごと
定住促
進課

222

人権問題
啓発事業
「みんな
で豊かな
農林漁
業」人権
啓発委託
事業

農林漁業団体等の管理職を
対象に、人権問題に関する
啓発活動を実施する。

350

〇時期：令和４年７月～令和５年２月
〇内容：
　農林漁業各団体と人権問題に関する意見交換等を行うとともに、管
理職等を対象とした研修会等を開催することにより、人権についての
意識啓発を行う。

地域農
政推進
課
農地計
画課

NO.19
再掲

イ　相談体制の充実

223

隣保館運
営等事業
費補助金

　隣保館を運営し、又は広
域隣保活動事業を実施する
市町村に対し補助金を交付
する。

8,882
○実施市町村
  ・新発田市　隣保館運営費、地域交流促進事業、相談機能強化事業
  ・胎内市　　広域隣保活動事業

福祉保
健総務
課

NO.212
再掲

224

人権擁護
委員に対
する研修

　新潟地方法務局が実施す
る人権擁護委員に対する研
修において、同和問題につ
いての講義を実施する。

0

○期　日　未定
○場　所　新潟地方法務局
○対象者　新潟県内の人権擁護委員
○内　容　同和問題について

福祉保
健総務
課

NO.215
再掲

225
地域改善
指導事務

　市町村が行う地域改善対
策事業に対して助言を行
い、その適正化を図るとと
もに、各種会議に参加す
る。

206 ○負担　国1/2　県1/2
福祉保
健総務
課

NO.216
再掲
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

ウ　学校教育における推進

226

人権教
育、同和
教育研修
会

　学校における人権教育、
同和教育を推進するため、
人権教育、同和教育連絡協
議会を開催して、人権教
育、同和教育の基本的な考
え方及び実践の方法につい
て研究協議する。また、各
種研修を開催して指導者の
資質向上を図る。

1,386

○人権教育、同和教育連絡協議会（令和４年４月20日）の実施
○人権教育、同和教育指導者研修会（令和４年６月29日）の実施
○同和教育現地等研修会（上・中・下越の３地区・９～10月を予定）
の実施
○人権教育、同和教育主任等研修会（オンライン研修）の実施

義務教
育課

NO.2再
掲

227

同和教育
推進協議
会

　新潟県同和教育推進協議
会を設置し、人権教育、同
和教育の推進にかかわる諸
問題について協議する。

1,148

○同和教育推進協議会
　・時期　第１回令和４年６月28日
　　　　　第２回令和５年１月18日
　・会場　県庁
　・内容　人権教育、同和教育推進にかかわる諸課題についての協議

義務教
育課

NO.3再
掲

228

同和地区
入学支度
金補助金

　旧同和地区児童生徒入学
支度金支給事業を行う市町
村に対して、その経費の一
部を補助する。

120
○旧同和地区児童生徒入学支度金支給事業を行う市町村に経費の1/2を
　補助する。

義務教
育課

229

人権教
育、同和
教育担当
者会議

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての理解を深
め、情報交換及び研究協議
を行って、指導者としての
識見を高める。

296

○開催時期　令和４年５月27日
○場　所　　ZOOMによるオンライン
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校人権教育、同和教育担
　　　　　当教員
○内　容　　・担当指導主事講話（人権教育、同和教育の現状と課題
　　　　　　　等）
  　　　　　・実践報告
　　　　　　・講演
　　　　　　・グループ協議

高等学
校教育
課

NO.4再
掲

230

人権教
育、同和
教育研修
会

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての理解を深
めるとともに、情報交換及
び研究協議を行う。

366

○開催時期　令和４年11月４日
○場　所　　県立教育センター
○対象者　　公立高等学校・中等教育学校教員
○内　容　　・担当指導主事講話（人権教育、同和教育の現状と課題
              等）
     　 　　・グループワーク
     　　 　・講演

高等学
校教育
課

NO.5再
掲

231

人権教
育、同和
教育指導
者研修会

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての研修を深
めるとともに、情報交換及
び研究協議を行って、指導
者としての識見を高める。

161

○開催時期　令和４年10月上旬
○場　所　　新発田市隣保館（新発田市）
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校新任１・２年目校長
○内　容　　・講演
　　　　　　・現地研修
  　　　　　・情報交換及びグループ協議

高等学
校教育
課

NO.6再
掲

232

人権教
育、同和
教育現地
研修会

　各高等学校人権教育、同
和教育担当者が同和地区を
視察し、差別の実態を学ぶ
ことにより本県同和教育の
一層の推進に資する。

161

○開催時期　令和４年９月下旬から10月
○場所（３地区で実施）
  上越地区（上越市白山会館）、中越地区（十日町、小千谷）、
　下越地区（新発田市隣保館）
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校教員
○内　容　　・講演
　　　　　　・現地研修
　　　　　　・グループ協議

高等学
校教育
課

NO.7再
掲

233

同和教育
県内・外
研修会

　同和教育行政及び同和教
育の推進について先進県等
に学ぶ。

800
○同和問題に関する県外の実情や同和教育の推進に関する取組につい
て、関西（奈良方面）に赴き、現地研修を行う。

義務教
育課

NO.8再
掲

234

人権教育
県指定校
事業

　人権教育、同和教育に関
する指導方法の改善及び充
実に資するため実践的な研
究を行う。

168

○対象時期　令和４年度（今年度からの２年間）
○対象校　　新発田農業高等学校
○内　容
　年間指導計画の作成、現地研修会や講演会及び公開授業の実施等

高等学
校教育
課

NO.9再
掲
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 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

235

人権教育
研究指定
校事業

　人権意識を培うための学
校教育の在り方について実
践研究を行い、指導方法の
改善と充実を図る。

591

○対象時期　　令和４年度
○対象校　　　小千谷市立東小千谷小学校
　　　　　　　燕市立燕北中学校
○研究テーマ
　東小千谷小学校
「一人一人のよさを尊重し合い、思いやりをもって主体的に人とかか
わることのできる児童の育成」
　燕北中学校
「『助け合い、話し合い、学び合い』３つの「合い」を私（＝I）か
ら」

義務教
育課

NO.10
再掲

236

人権教育
指定校事
業

　人権意識を培うための学
校教育の在り方について実
践研究を行い、指導方法の
改善と充実を図る。

279

○対象時期　令和４年度（今年度からの２年間）
○対象校　　新潟江南高等学校
○内　容
　年間指導計画の作成、現地研修会や講演会及び公開授業の実施等

高等学
校教育
課

NO.11
再掲

237

人権教
育、同和
教育推進
事業

　学校が実施する生徒又は
教職員を対象とする人権教
育、同和教育に関する講演
会の実施を支援する。

564
○対象時期　令和４年度
○対象校　　県立高等学校及び県立中等教育学校（36校）

高等学
校教育
課

NO.12
再掲

エ　社会教育における推進

238

社会同和
教育市町
村巡回研
修会

　行政関係者、社会教育関
係者、ＰＴＡ関係者等を対
象として同和教育に関する
正しい理解を図るため、県
内市町村を巡回して研修を
行う。

192

○期日・会場
・令和４年７月８日　出雲崎町中央公民館
・令和４年７月13日　阿賀町文化福祉会館
・令和４年８月18日　加茂市産業センター
・令和４年11月９日　糸魚川市能生生涯学習センター
○対象者　社会教育関係者、市町村教育行政関係者、教職員等
○内　容　県所管事項の説明、講義　等

生涯学
習推進
課

NO.14
再掲

239

社会同和
教育学習
資料によ
る周知啓
発

　社会同和教育学習資料
「わたしとあなたのために
今」を印刷し、各種研修会
等で活用する。

49
○「わたしとあなたのために今」の1,500部印刷
○県教育委員会が実施する各種人権教育研修会等で活用する。

生涯学
習推進
課

NO.16
再掲

オ　一般対策の推進

240
地域改善
対策委託

　同和問題の解決を図るた
め、部落問題対策事業を民
間運動団体へ委託する。

6,000

○部落問題対策事業
　各種相談業務、環境実態調査、行政への協力活動
○啓発・研究事業
　講演会・地域懇談会、啓発資料作成、歴史等の研究

福祉保
健総務
課

241

地域改善
対策貸付
金

　同和地区住民の生活環境
の安定向上を図るため、住
宅新築資金等の貸付を行
う。

3,231
○預託割合
　県２／３以内。利用者の償還が終わるまで、毎年金融機関に一定割
合を預託する。平成13年度で新規貸付は終了。

福祉保
健総務
課

242

地域改善
対策補助
金

　同和地区における小規模
事業者の経営改善を図るた
め、地域改善対策担当の経
営指導員を設置する。

6,419 ○経営指導員１名を設置
地域産
業振興
課

243

同和地区
中小企業
振興資金
貸付金

　同和地区における中小企
業者の経営の安定を図るた
め、低利融資を実施する。

4,763

○限度額及び負担
　8,000千円（うち運転資金5,000千円）　県１／５　金融機関４／５
○利率及び償還
　利率　責任共有制度対象外保証付 年1.90％（令和４年４月１日現在）
　　　　責任共有制度対象保証付　 年2.10％（令和４年４月１日現在）
　運転資金５年以内　設備資金７年以内

地域産
業振興
課
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令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

244

同和地区
中小企業
振興資金
貸付金保
証料負担
金

　振興資金貸付けに伴う信
用保証協会への信用保証料
を県及び市町村が助成す
る。

324 ○負担　県１／２　市町村１／２
地域産
業振興
課

245

公正採用
選考推進
費

　県内企業に対して同和問
題の認識を深めるために啓
発資料を作成する。

106
○名称　差別のない雇用をめざして
○対象　県内企業
○部数　2,500部

しごと
定住促
進課

NO.221
再掲

246

インター
ネットモ
ニタリン
グ実施

　
　インターネット上の所定
のサイト等を検索し、個人
の名誉を侵害したり、差別
を助長したりする書込を把
握するとともに、把握した
情報について地方法務局に
削除要請を行う。

0 ○時期　通年
福祉保
健総務
課

NO.34
再掲

６　外国人

ア　国際理解教育の推進及び啓発活動の充実

247
国際交流
出前講座

　国際理解促進のため、市
町村や公民館、学校、商工
会議所等が主催する講座
に、県国際交流員、ＪＩＣ
Ａ海外協力隊経験者（一般
案件、シニア案件）を講師
として派遣し、各国のビジ
ネス事情、文化・生活事情
などを紹介するもの。

0

○派遣時期　通年
          （派遣希望日の１月前までに申込み）
○派遣者
　・国際交流員等（米国、ロシア、韓国、中国、ベトナム）
　・ＪＩＣＡ海外協力隊経験者（一般案件、シニア案件）
○派遣場所
　・市町村、公民館、学校、商工団体、地域振興局等

国際課

248
外国語教
育推進

　外国語指導助手を採用
し、高等学校における国際
理解の推進に資する。

136,428

○外国語指導助手採用数
　・令和４年４月～令和４年７月
　　　ALT（JET）      23人
　・令和４年８月～令和５年３月
　　　ALT（JET）      25人

高等学
校教育
課

イ　企業等への啓発

249

新潟県外
国人材受
入サポー
トセン
ター運営
事業

　外国人材の採用等に関す
る県内企業・団体等への助
言や相談等を行う窓口を設
置し、外国人材の受入れを
支援する。

19,425

○新潟県外国人材受入サポートセンターの設置
○外国人留学生の県内企業への就職促進
　・県内企業向け「外国人材採用セミナー」の実施
　・外国人留学生の県内企業就職に向けたイベント「国際人材フェ
　　ア」の実施
○外国人技能実習制度や在留資格「特定技能」への理解と適正な運
　用促進に向けた取組の実施
　・外国人材の受入れを検討中の企業・団体等に対するセミナーの
　　実施

産業政
策課
雇用能
力開発
課

ウ　外国人への情報提供や相談・支援体制の充実

250

多文化共
生総合相
談ワンス
トップセ
ンター運
営事業

　県内の在住外国人からの
生活や就労等に係る情報提
供・相談を、対面又は電話
により、ワンストップで受
け付ける相談窓口（ワンス
トップセンター）を運営す
る。

10,580

○相談体制
　電話、来所、電子メール及びオンラインによる相談に対応（10か国
語以上）
○(公財)新潟県国際交流協会に委託

国際課

251

外国人の
新型コロ
ナに係る
相談支援
事業

　外国人相談者からの電話
を通訳サービスを利用して
「新潟県新型コロナ受診・
相談センター」に繋ぎ、
サービスの向上を図る。

2,000

○相談体制
　電話による相談に対応（21か国語）
○運営委託先
　株式会社ビーボーン

国際課
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担当課

エ　外国人労働者への情報提供や相談・支援体制

252

多文化共
生総合相
談ワンス
トップセ
ンター運
営事業

　県内の在住外国人からの
生活や就労等に係る情報提
供・相談を、対面又は電話
により、ワンストップで受
け付ける相談窓口（ワンス
トップセンター）を運営す
る。

10,580

○相談体制
　電話、来所、電子メール及びオンラインによる相談に対応（10か国
語以上）
○(公財)新潟県国際交流協会に委託

国際課
NO.250
再掲

253

外国人の
新型コロ
ナに係る
相談支援
事業

　外国人相談者からの電話
を通訳サービスを利用して
「新潟県新型コロナ受診・
相談センター」に繋ぎ、
サービスの向上を図る。

2,000

○相談体制
　電話による相談に対応（21か国語）
○運営委託先
　株式会社ビーボーン

国際課
NO.251
再掲

オ　民間団体等の活動支援・連携促進

254

国際化推
進活動支
援

　民間団体が実施する国際
交流活動を支援し、地域の
国際交流を促進するため、
助成金を交付するもの。

0

○募集時期  年２回
○対象団体  県内の民間非営利団体
            （（公財）新潟県国際交流協会の賛助会員）
○対象事業  国際交流を推進する事業
　　　　    （外国籍住民に対し、サービスを提供する事業等）
○補助金額  上限20万円
○実施主体  （公財）新潟県国際交流協会

国際課

カ　ヘイトスピーチへの対応

255

じんけん
フェス
ティバル

　人権週間に合わせて広く
県民に人権についての正し
い理解を深めてもらうた
め、人権啓発イベントを開
催する。

1,224 未定
福祉保
健総務
課

NO.20
再掲

256

人権啓発
ビデオ・
フィルム
貸出

　学校、企業、市町村等で
職員を対象とした人権啓発
の研修を行う際の人権啓発
に関するビデオ・ＤＶＤ・
フィルムの貸出を行う。

72 ○ビデオ・ＤＶＤ・フィルム所蔵数　250本
福祉保
健総務
課

NO.21
再掲

257
テレビス
ポット

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、テ
レビスポットを放映する。

4,550 ○人権週間を中心に放映する。
福祉保
健総務
課

NO.24
再掲

258

ラジオ・
インター
ネット・
地域総合
情報誌広
告

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、ラ
ジオスポット等による啓発
を行う。

750 ○人権週間を中心に実施する。
福祉保
健総務
課

NO.25
再掲

259 新聞広告

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、新
聞広告を掲載する。

2,374 ○人権週間を中心に掲載する
福祉保
健総務
課

NO.27
再掲
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担当課

７　感染症患者等

ア　HIV感染者・エイズ患者及び家族等への支援等の充実

260
エイズ講
演会

　各保健所において、地域
住民を対象にエイズに関す
る正しい知識の普及と予防
意識を啓発するため、講演
会を実施する。

482

○開催時期　地域機関が設定する日
○場　所  　各地域機関管内
○対象者  　小中高校生及び一般住民等
○内　容  　エイズに関連する事項

感染症
対策・
薬務課

261

エイズ
デー関連
キャン
ペーン

　12月１日の世界エイズ
デーにちなみ、県民を対象
として、エイズに関する正
しい知識の普及と予防啓発
を一層強化するためにキャ
ンペーンを実施する。

400
○開催時期　    12月１日周辺の期間
○場所、内容等　未定

感染症
対策・
薬務課

イ  ハンセン病患者・元患者及び家族等への支援等の充実

262

ハンセン
病対策事
業

　ハンセン病に対する正し
い知識の普及に努め、ハン
セン病療養所入所者の福祉
の増進を図る。

661

○事業主体　県
○対　　象　３国立療養所　７名（R4.4.1現在）
○事業内容
・郷土新聞の配送
・贈答品の送付
（らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日、年末）
・正しい知識の普及啓発
・里帰り事業の充実
・電話相談事業
・施設訪問
・新潟県藤楓協会への補助

感染症
対策・
薬務課

ウ　新型コロナウイルス感染症に関連する差別等の防止の取組等

263
テレビス
ポット

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、テ
レビスポットを放映する。

4,550 ○人権週間を中心に放映する。
福祉保
健総務
課

NO.24
再掲

264

ラジオ・
インター
ネット・
地域総合
情報誌広
告

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、ラ
ジオスポット等による啓発
を行う。

750 ○人権週間を中心に実施する。
福祉保
健総務
課

NO.25
再掲

265 新聞広告

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、新
聞広告を掲載する。

2,374 ○人権週間を中心に掲載する
福祉保
健総務
課

NO.27
再掲

８　新潟水俣病被害者

ア　「環境と人間のふれあい館（新潟水俣病資料館）」を通じた啓発

266

新潟水俣
病の教訓
の伝承等
に係る講
演会開催
事業

　講演会を開催すること
で、県民が水俣病の問題を
多面的に把握するととも
に、新潟水俣病の正しい理
解の促進と教訓の普及啓発
を図る。

1,538
○実施期間　令和４年11月～令和４年12月
○対象者　　県民

生活衛
生課

267

新潟水俣
病関連情
報発信事
業

　新潟水俣病の教訓を県民
に広く普及啓発するため、
民間団体等が提案する水俣
病教訓の情報発信を行う事
業に対し、事業費を補助す
る。

3,600
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者　　民間団体等

生活衛
生課

268

環境と人
間のふれ
あい館運
営

　県民の水俣病問題への理
解を深めることを目的に、
水俣病被害者の管理運営協
議会等への参加を通じて、
被害者の声を施設運営に反
映させるとともに、被害者
自らその被害の実態を語る
「語り部」口演を実施す
る。

16,139

○管理運営協議会等　年２回開催
○「語り部」口演
　・実施期間　通年
　・対  象　  県民

生活衛
生課
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269

環境と人
間のふれ
あい館事
業活動

　新潟水俣病の歴史と教訓
を伝え、県民の水俣病問題
への理解を深めることを目
的に、新潟水俣病に関する
企画事業を実施する。

898

○水俣病講演会、講座
　・実施期間　令和４年４月～令和５年３月
　・対象者　  県民
　・内　容  　新潟水俣病に関する講演会、講座、パネル展等

生活衛
生課

270

ふれあい
館サポー
ター事業

　被害者の思いや経験を語
り継ぐことができる人材を
育成し、水俣病学習の授業
サポートを行う。

1,215
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者　　県内の小中学生及び小中学校教諭

生活衛
生課

271

一日館
長・夏休
み自由研
究

　新潟水俣病の経験と教訓
を若年世代へ語り継ぐた
め、高橋なんぐ氏に一日館
長として講師を務めていた
だき、小学生の親子を対象
にイベントを企画する。

431
○対象期間　令和４年７月
○対象者　　小学５・６年生の児童及び保護者

生活衛
生課

イ　学校教育における推進

272

水俣病発
生地域間
交流事業

　地理的に離れている新潟
県と熊本県水俣市の小学生
同士の交流の推進等によ
り、水俣病問題を普及・啓
発する活動や課題について
情報交換を行い、次世代へ
の継承を図る。

2,318
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者　　県内の小学生

生活衛
生課

273

教師用指
導資料等
作成事業

　学校等における水俣病学
習を進めるため、教師用指
導記録集及び児童・生徒向
けの副教材を作成し、配布
する。

668
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者　　教職員・小中学生

生活衛
生課

274

小中学校
への環境
学習支援
事業

　子どもたちが、環境の大
切さを理解し、新潟水俣病
を人権問題として学習する
ことで、新潟水俣病の悲劇
や差別偏見を繰り返さない
知識や行動力を身に付けて
もらうため、小中学校が家
庭や地域と連携して行う環
境学習や新潟水俣病に関す
る人権学習を支援する。

1,860

○環境学習等モデル校の指定と支援
　・実施期間　令和４年４月～令和５年３月
　・対象者　　環境学習等を実践する小中学校
　・内  容　　指定校の環境学習等支援による実践研究の実施

生活衛
生課

275

水俣病ICT
学習推進
事業
【新規】

環境と人間のふれあい館の
Wi-Fi環境を整備すること
で、学校等におけるICTを
活用した水俣病学習や環境
学習のニーズに対応する。

978

○実施期間　令和４年８月～令和５年３月
○内容及び対象者
・口演等のオンライン提供　　県民等
・館内でのインターネット
　利用による学習　　　　　　小中学生等

生活衛
生課

ウ　地域社会の再生・融和の促進

276

阿賀野川
流域地域
フィール
ドミュー
ジアム事
業

　新潟水俣病が発生した阿
賀野川流域地域全体を舞台
に、環境学習ツアーや地域
活性環境イベント、新潟水
俣病問題に係る研修などを
展開して、同地域の再生・
融和を図る「もやい直し」
を推進する。

17,051
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者　　県民、新潟水俣病被害者、関係団体等

生活衛
生課

エ　新潟水俣病患者への保健・福祉対策

277
家庭訪問
指導

　水俣病認定患者の健康の
回復、保持及び増進を図る
ため、水俣病認定患者の家
庭を保健師等が訪問し、健
康状態を把握するととも
に、保健指導及び日常生活
上の指導等を行う。

149
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者　  水俣病認定患者

生活衛
生課
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278
訪問保健
指導事業

　水俣病総合対策医療事業
医療手帳所持者又は水俣病
被害者手帳所持者の健康不
安等を解消するため、保健
師等が家庭を訪問し、健康
状態を把握するとともに、
保健指導及び日常生活上の
指導等を行う。

1,318
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者  　水俣病総合対策医療事業医療手帳所持者又は水俣病被害
　　　　　者手帳所持者

生活衛
生課

279

相談窓口
体制整備
事業

　新潟水俣病発生地域に居
住する住民の健康不安や水
俣病諸制度の案内・受付を
始めとした幅広い相談等に
応じるため、総合的な相談
窓口を阿賀野川流域の３市
町に設置する。

4,500
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者　  阿賀野川流域地域住民

生活衛
生課

280

介護予防
在宅支援
事業

保健・福祉関係者が、新潟
水俣病患者の適切なケア方
法を学ぶ研修会や、地域住
民の健康不安の解消を図る
健康教室を開催する。

1,105

○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○内容及び対象者
・ケアガイド研修会　保健・福祉関係者
・健康教室　　　　　健康不安者

生活衛
生課

281

新潟水俣
病福祉手
当

新潟水俣病患者の療養及び
健康管理等に係る経済的負
担の軽減を図るため、新潟
水俣病福祉手当を支給す
る。

236,460

○支給時期　２月末、６月末、10月末
○対象者　支給要件を満たす者
○支給額　7,000円/月

生活衛
生課

282

認定申請
棄却者に
対する訪
問保健指
導事業
【新規】

公健法に基づく水俣病の認
定申請を棄却された者を対
象に、保健師等が訪問保健
指導を実施する。

698
○実施期間　令和４年４月～令和５年３月
○対象者　　認定申請を棄却された阿賀野川流域市町に居住している
          者

生活衛
生課

９　北朝鮮による拉致被害者

284

帰国被害
者等
自立・社
会適応促
進事業

　帰国被害者等の自立・適
応を促進するため、専門家
等を交え自立支援の実施状
況と帰国被害者等の自立・
適応状況を分析することに
より、より適切な支援方法
を検討する。
　また、地元自治体等との
連絡会議を開催し、共通の
課題や検討項目等について
意見交換を行う。

2,300
○専門家等を交えた自立支援会議の開催
○地元自治体等との連絡会議の開催
○国や他県等との連絡調整

国際課

１０　犯罪被害者やその家族

285

犯罪被害
者等支援
総合窓口

　犯罪被害者等からの問い
合わせ等に対し、情報提供
など総合的な対応を行う。

0 ○必要な支援策の情報提供や各種相談機関の紹介など
県民生
活課

283

拉致被害
者等支援
事業

　北朝鮮による拉致問題の
全面解決を県民世論に訴え
るとともに、帰国した拉致
被害者及びその家族が安心
して自立した生活ができる
よう支援策を講ずる。

7,700

○県民世論の喚起
  県民集会や大学生・ＰＴＡ向けセミナー、県内各地を巡回するパネ
ル展、映画「めぐみ」等の上映会を開催するほか、新聞、テレビ、ラ
ジオ等で啓発を行う。
○国への要請活動
  拉致問題の早期解決等について、国に対して働きかけを行う。

国際課
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286
犯罪被害
者支援

　犯罪被害支援に対する理
解を深めるために、市町村
職員や県民を対象とした被
害者等が語る講演会や広報
啓発を行う。

2,280

○「命の大切さを学ぶ教室」の実施
　　犯罪被害者遺族等による講演
○「犯罪被害者支援フォーラム」の実施
　　11月開催　犯罪被害者遺族の講演等
○「被害者支援を考える月間広報(11月)」の実施
○県民への広報啓発（チラシ、パンフレット等の作成）

県民生
活課

287

性暴力・
性犯罪被
害者支援

　性暴力・性犯罪被害者か
らの相談を専門に受け付
け、必要な支援を行う「性
暴力・性犯罪被害者ワンス
トップ支援センター」の設
置運営を行う。

5,617
○施設名称　性暴力被害者支援センターにいがた
○運営委託先
（公社）にいがた被害者支援センター

県民生
活課

288
被害者支
援講演会

　新潟県被害者支援連絡協
議会会員及び警察署単位被
害者支援連絡協議会代表者
等を対象に犯罪被害者の現
状・支援の必要性について
の理解と認識を深めるた
め、被害者等が講演を実施
する。

81

○開催時期　令和4年11月
○場　　所　新潟県自治会館　別館９階コンベンションホールゆきつ
　　　　　ばき
○対 象 者  左記会員及び警察職員等　60人（予定）
○内　　容　被害者支援に関する講演

警察本
部警務
課

289
啓発活動
等の取組

　にいがた被害者支援セン
ター等との協働等により、
県民への啓発活動を推進す
る。

158

○啓発活動等の取組
　にいがた被害者支援センター等との協働
○犯罪被害者等への情報提供
　「被害者の手引き」等の確実な交付

警察本
部警務
課

290

犯罪被害
者等の支
援団体の
活動促進

　にいがた被害者支援セン
ターに対して、犯罪被害者
等支援の推進に関する業務
を委託する。

3,578
○相談員育成業務
○直接的支援業務
○相談業務

警察本
部警務
課

１１　刑を終えて出所した人等

291

更生保護
等への協
力

　「社会を明るくする運
動」等において、関係団体
との連携・協力を行う。

0 ○関係団体と協力し、広報等を実施
子ども
家庭課

１２　性的指向・性自認を理由とする偏見や差別

292

じんけん
フェス
ティバル

　人権週間に合わせて広く
県民に人権についての正し
い理解を深めてもらうた
め、人権啓発イベントを開
催する。

1,224 未定
福祉保
健総務
課

NO.20
再掲

293

人権啓発
ビデオ・
フィルム
貸出

　学校、企業、市町村等で
職員を対象とした人権啓発
の研修を行う際の人権啓発
に関するビデオ・ＤＶＤ・
フィルムの貸出を行う。

72 ○ビデオ・ＤＶＤ・フィルム所蔵数　250本
福祉保
健総務
課

NO.21
再掲

294
テレビス
ポット

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、テ
レビスポットを放映する。

4,550 ○人権週間を中心に放映する。
福祉保
健総務
課

NO.24
再掲

295

ラジオ・
インター
ネット・
地域総合
情報誌広

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、ラ
ジオスポット等による啓発
を行う。

750 ○人権週間を中心に実施する。
福祉保
健総務
課

NO.25
再掲

296 新聞広告

　県民の人権に関する関心
を喚起するとともに、人権
意識の高揚を図るため、新
聞広告を掲載する。

2,374 ○人権週間を中心に掲載する
福祉保
健総務
課

NO.27
再掲

１３　様々な人権問題
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第４章　人権にかかわりの深い特定の職業に従事する人に対する人権教育の推進

１　公務員

１　新採用職員研修
　○期　日　令和４年８月、９月
　○対象者　新採用職員
　○内　容　人権と行政

２　課長補佐・次長級職員研修
　○期　日　令和４年５月
　○対象者　課長補佐・次長級職員
　○内　容　人権と行政

299

人権・同
和問題市
町村担当
課長会議
の開催

　国の今年度の人権施策を
伝達するとともに、情報交
換を行い、市町村と連携し
た人権施策を推進する。ま
た、人権啓発のため、外部
講師による人権講演を実施
する。

142

○期　日　令和４年６月２日
○対象者　市町村担当課長
○内　容
　・資料　人権・同和行政を巡る県内の動き、市町村委託の留意点

福祉保
健総務
課

300

市町村に
おける人
権教育・
啓発推進
のための
人権担当
者会議

　市町村における人権施策
を円滑に実施するため、担
当者を対象に、説明会を実
施する。

20

○期　日　未定
○場　所　未定
○対象者　市町村人権担当者
○内　容　未定

福祉保
健総務
課

301

同和問題
に関する
行政職員
現地研修
会

　行政に携わる職員一人一
人が、同和問題に対する正
しい理解と認識を深め、人
権に配慮した行政を推進す
るため、現地研修会を行
う。

72

○期　日　未定
○場　所　未定
○対象者　県及び市町村の行政職員20人程度
○内　容　・説明　部落解放同盟新潟県連合会（予定）

福祉保
健総務
課

NO.214
再掲

２　教職員・社会教育関係職員

302

人権教
育、同和
教育研修
会

　学校における人権教育、
同和教育を推進するため、
人権教育、同和教育連絡協
議会を開催して、人権教
育、同和教育の基本的な考
え方及び実践の方法につい
て研究協議する。また、各
種研修を開催して指導者の
資質向上を図る。

1,386

○人権教育、同和教育連絡協議会（令和４年４月20日）の実施
○人権教育、同和教育指導者研修会（令和４年６月29日）の実施
○同和教育現地等研修会（上・中・下越の３地区・９～10月を予定）
の実施
○人権教育、同和教育主任等研修会（オンライン研修）の実施

義務教
育課

NO.2再
掲

303

人権教
育、同和
教育担当
者会議

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての理解を深
め、情報交換及び研究協議
を行って、指導者としての
識見を高める。

296

○開催時期　令和４年５月27日
○場　所　　ZOOMによるオンライン
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校人権教育、同和教育担
　　　　　当教員
○内　容　　・担当指導主事講話（人権教育、同和教育の現状と課題
　　　　　　　等）
  　　　　　・実践報告
　　　　　　・講演
　　　　　　・グループ協議

高等学
校教育
課

NO.4再
掲

100298

福祉保
健総務
課

297

県職員に
対する研
修

　新規採用者及び課長補
佐・次長級職員に対し、人
権についての講義を実施す
る。

0
福祉保
健総務
課

人権・同
和問題に
関する教
育啓発推
進研修会

　○期　日　未定
　○場　所　未定
  ○対象者　県、市町村の行政職員
　○内　容　未定

　公務員の人権意識向上を
図るための研修会を開催す
る。
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当初予算
 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

304

人権教
育、同和
教育研修
会

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての理解を深
めるとともに、情報交換及
び研究協議を行う。

366

○開催時期　令和４年11月４日
○場　所　　県立教育センター
○対象者　　公立高等学校・中等教育学校教員
○内　容　　・担当指導主事講話（人権教育、同和教育の現状と課題
              等）
     　 　　・グループワーク
     　　 　・講演

高等学
校教育
課

NO.5再
掲

305

人権教
育、同和
教育指導
者研修会

　高等学校における人権教
育、同和教育の一層の推進
を図るため、人権教育、同
和問題についての研修を深
めるとともに、情報交換及
び研究協議を行って、指導
者としての識見を高める。

161

○開催時期　令和４年10月上旬
○場　所　　新発田市隣保館（新発田市）
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校新任１・２年目校長
○内　容　　・講演
　　　　　　・現地研修
  　　　　　・情報交換及びグループ協議

高等学
校教育
課

NO.6再
掲

306

人権教
育、同和
教育現地
研修会

　各高等学校人権教育、同
和教育担当者が同和地区を
視察し、差別の実態を学ぶ
ことにより本県同和教育の
一層の推進に資する。

161

○開催時期　令和４年９月下旬から10月
○場所（３地区で実施）
  上越地区（上越市白山会館）、中越地区（十日町、小千谷）、
　下越地区（新発田市隣保館）
○対象者　　県立高等学校・県立中等教育学校教員
○内　容　　・講演
　　　　　　・現地研修
　　　　　　・グループ協議

高等学
校教育
課

NO.7再
掲

307

同和教育
県内・外
研修会

　同和教育行政及び同和教
育の推進について先進県等
に学ぶ。

800
○同和問題に関する県外の実情や同和教育の推進に関する取組につい
て、関西（奈良方面）に赴き、現地研修を行う。教育次長、義務教育
課長、高等学校教育課長、生涯学習推進課長、各課担当が参加する。

義務教
育課

NO.8再
掲

308

人権教育
県指定校
事業

　人権教育、同和教育に関
する指導方法の改善及び充
実に資するため実践的な研
究を行う。

168

○対象時期　令和４年度（今年度からの２年間）
○対象校　　新発田農業高等学校
○内　容
　年間指導計画の作成、現地研修会や講演会及び公開授業の実施等

高等学
校教育
課

NO.9再
掲

309

人権教育
研究指定
校事業

　人権意識を培うための学
校教育の在り方について実
践研究を行い、指導方法の
改善と充実を図る。

591

○対象時期　　令和４年度
○対象校　　　小千谷市立東小千谷小学校
　　　　　　　燕市立燕北中学校
○研究テーマ
　東小千谷小学校
「一人一人のよさを尊重し合い、思いやりをもって主体的に人とかか
わることのできる児童の育成」
　燕北中学校
「『助け合い、話し合い、学び合い』３つの「合い」を私（＝I）か
ら」

義務教
育課

NO.10
再掲

310

人権教育
指定校事
業

　人権意識を培うための学
校教育の在り方について実
践研究を行い、指導方法の
改善と充実を図る。

279

○対象時期　令和４年度（今年度からの２年間）
○対象校　　新潟江南高等学校
○内　容
　年間指導計画の作成、現地研修会や講演会及び公開授業の実施等

高等学
校教育
課

NO.11
再掲

311

人権教
育、同和
教育推進
事業

　学校が実施する生徒又は
教職員を対象とする人権教
育、同和教育に関する講演
会の実施を支援する。

564
○対象時期　令和４年度
○対象校　　県立高等学校及び県立中等教育学校（36校）

高等学
校教育
課

NO.12
再掲

312

人権教育
指導者研
修会

　地域、学校等で指導的役
割を担っている方等を対象
に、改めて人権の重要性の
認識を深めるための研修会
を行う。

516
○期　日　令和４年11月（オンライン開催）
○対象者　社会教育関係者、行政職員、企業の人権教育担当者等
○内　容　ＤＶＤ視聴、講義等

生涯学
習推進
課

NO.15
再掲

313

人権教育
市町村行
政担当者
研究協議
会

　市町村教育委員会生涯学
習、社会教育主管課人権教
育担当者等の共通理解と資
質の向上を目指し、研究協
議を行う。

85

○期　日　令和４年７月15日
○会　場　県庁
○対象者　市町村教育委員会生涯学習、社会教育主管課人権教育担
　　　　　当者等
○内　容　県所管事項の説明、実践報告、講義、研究協議

生涯学
習推進
課

NO.17
再掲
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NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

３　警察職員

314

警察学校
における
教養

　警察学校における新採
用、現任及び専門的教養な
どに際し、担当幹部職員が
人権に関する教養を行って
いるほか、部内外の知識人
を講師として招へいした講
義も実施している。

0

○開催時期　通年
○場　所　　警察学校
○対象者　　警察学校入校中の警察職員
○内　容　　担当幹部職員、県人権啓発室員、県福祉保健部障害福
　　　　　祉課員等により教養実施

警察学
校
警察本
部教養
課

315

ハラスメ
ント相談
員制度

　職場におけるハラスメン
ト根絶を目指し、相談員
（職員）を毎年指定すると
ともに相談員研修を実施
し、未然防止と事案認知時
の適切な対応に取り組んで
いる。

0

○制度の概要　毎年４月に各所属に２名以上を指定
○研修        新型コロナ感染症拡大防止のため、本部所属は集合
　　　　　　形式、本部以外の所属はリモート形式で研修を実施予
　　　　　　定
○研修対象者　各所属の相談員

警察本
部警務
課

316

被留置者
等の人権
に関する
教養

　看守・護送勤務に従事す
る職員を対象にした研修会
において、被留置者等にお
ける人権の正しい理解と配
慮を行う教養を実施してい
る。

0

○開催期日　通年
○場　所　　各所属
○対象者　　警察職員
○内　容　　担当幹部職員により教養実施

警察本
部留置
管理課

317
職場にお
ける教養

　警察職員を対象に、警察
活動が深く人権にかかわっ
ていることを強く認識し、
人権に配意した職務執行に
取り組ませることを教養し
ている。

0

○開催期日　通年
○場　所　　各所属
○対象者　　全職員
○内　容　　幹部職員により教養実施

警察本
部教養
課

318

ストー
カー及び
配偶者暴
力事案等
における
女性の人
権保護に
関する教
養

　警察職員を対象に、女性
被害が大半となるストー
カー及び配偶者暴力事案等
の対応時における女性の人
権保護に対する正しい理解
と配慮等について、広く教
養を行う。

0

○開催期日　通年
○場　所　　各所属
○対象者　　全職員
○内　容　　担当幹部職員により教養実施

警察本
部子供
女性安
全対策
課

４　医療・保健・福祉関係者

319

人権擁護
委員に対
する研修

　新潟地方法務局が実施す
る人権擁護委員に対する研
修において、同和問題につ
いての講義を実施する。

0

○期　日　令和４年11月
○場　所　新潟地方法務局
○対象者　新潟県内の人権擁護委員
○内　容　同和問題について

福祉保
健総務
課

NO.215
再掲

５　消防職員

320

消防職員
に対する
研修

　初任教育の消防職員に対
し、人権についての講義を
実施する。

0

【初任教育】
○期　日　令和４年４月18日67人、令和４年10月25日(予定)36人(予
定)
○場　所　消防学校
○対象者　初任教育の消防職員
○内　容　人権と行政

消防学
校

６　地方議会議員

７　マスメディア関係者

８　公共交通機関関係者
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 (千円) 実　　施　　計　　画

NO. 事業名 事　　業　　概　　要

令　　　和　　　４　　　年　　　度

担当課

第５章　人権施策推進に向けて

１　県の基本姿勢

(1) 庁内推進体制の整備

321

新潟県人
権施策推
進会議幹
事会の開
催

　人権施策の総合的かつ効
果的な推進を図るために、
新潟県人権施策推進会議幹
事会を開催する。

0

○日　時　令和４年８月５日
○場　所　警察庁舎大会議室
○出席者　新潟県人権施策推進会議幹事会幹事長、副幹事長及び幹事
○議　題
　・新潟県人権教育・啓発推進基本指針の取組実績（令和３年度）
　・新潟県人権教育・啓発推進基本指針の取組計画（令和４年度）
　・重点項目の設定について

福祉保
健総務
課

(2) 人権尊重の視点に立った職務遂行

(3) 人権課題への適切な対応

322

防犯カメ
ラの適正
な管理運
用

　防犯カメラの設置及び利
用に関する指針に基づき、
個人のプライバシー等の人
権に配慮した防犯カメラの
適正な取扱いを促進する。

0

○防犯カメラの設置及び利用の際に必要となる配慮事項について、公
　の施設管理者に対して指針の趣旨に則った運用を依頼するととも
　に、民間事業者等についても防犯カメラの適正な運用に関する理解
　の促進を図っていく。

県民生
活課

323

新潟県公
正採用選
考推進懇
話会の開
催

　公正な採用選考の推進に
関する取組について、関係
機関、団体等が互いに情報
を交換し、連携を図るた
め、新潟県公正採用選考推
進懇話会を開催する。

0

○開催回数　年１回程度
○構成員
　・行政関係の機関、団体等
　　新潟労働局、新潟県、新潟県教育委員会
　・行政関係以外の機関、団体等
　　新潟県同和教育研究協議会、新潟県人権・同和センター、部落解
　　放同盟新潟県連合会
○座長　新潟県福祉保健部福祉保健総務課長

福祉保
健総務
課

(4) 職員に対する研修等の実施

第４章　１～５
NO.297
～320
再掲

２　関係機関等との連携

(1) 国との連携

324

新潟県人
権啓発活
動ネット
ワーク協
議会との
連携

　新潟地方法務局、新潟県
等により構成する新潟県人
権啓発活動ネットワーク協
議会と連携して各種人権啓
発活動を推進する。

0

○構成員
　新潟県、新潟地方法務局、新潟県人権擁護委員連合会、新潟市
○内　容
  県で実施する「人権啓発キャラバン」やじんけんフェスティバルな
どの行事に協力して実施する。

福祉保
健総務
課

(2) 市町村との連携

326

人権・同
和問題市
町村担当
課長会議

　国の今年度の人権施策を
伝達するとともに、情報交
換を行い、市町村と連携し
た人権施策を推進する。ま
た、人権啓発のため、外部
講師による人権講演を実施
する。

142

○期　日　令和４年６月２日
○対象者　市町村担当課長
○内　容
　・資料　人権・同和行政を巡る県内の動き、市町村委託の留意点

福祉保
健総務
課

NO.299
再掲

327

市町村に
おける人
権教育・
啓発推進
のための
人権担当
者会議

　市町村における人権施策
を円滑に実施するため、担
当者を対象に、説明会を実
施する。

20

○期　日　未定
○場　所　未定
○対象者　市町村人権担当者
○内　容　未定

福祉保
健総務
課

NO.300
再掲

NO.298
再掲

325

人権・同
和問題に
関する教
育啓発推
進研修会

　公務員の人権意識向上を
図るための研修会を開催す
る。

100
福祉保
健総務
課

○期　日　未定
○場　所　未定
○対象者　県、市町村の行政職員
○内　容　未定
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担当課

328

地域人権
啓発活動
活性化事
業

　地域に密着した多様な人
権啓発活動を実施すること
により、人権尊重の理念に
関する正しい理解と人権尊
重思想の普及高揚を図るこ
とを目的に市町村に人権啓
発事業を委託する。

4,250
○実施市町村　十日町市、糸魚川市、佐渡市、胎内市、弥彦村
○委託額    　１市町村 300～850千円程度
○内  容    　講演会・研修会等の開催、啓発資料の作成等

福祉保
健総務
課

329

人権啓発
活動市町
村委託事
業

　人権尊重思想の普及高揚
を図り、地域住民に人権問
題に対する正しい認識を広
めることにより、基本的人
権の擁護に資することを目
的に市町村に人権啓発活動
を委託する。

3,000

○実施市町村　長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、見附市、村上市
　　　　　　　燕市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市
○委託額　　　１市町村 30～300千円程度
○内  容　　　講演会・研修会等の開催、啓発資料の作成等

福祉保
健総務
課

330

新潟県人
権啓発活
動ネット
ワーク協
議会との
連携

　新潟地方法務局、新潟県
等により構成する新潟県人
権啓発活動ネットワーク協
議会と連携して各種人権啓
発活動を推進する。

0

○構成員
　新潟県、新潟地方法務局、新潟県人権擁護委員連合会、新潟市
○内　容
  県で実施する「人権啓発キャラバン」や「じんけんフェスティバ
ル」などの行事に協力して実施する。

福祉保
健総務
課

NO.324
再掲

(3) 民間団体等との連携

331

新潟県・
人権同和
センター
との連携

　行政、報道機関、労働組
合、宗教団体等により構成
する新潟県人権・同和セン
ターと連携して、各種人権
啓発活動を推進する。

0

○構成員
　市町村、市町村教育委員会、報道機関、企業、政党、部落解放同盟
他人権諸団体、労働組合、宗教団体、ＰＴＡ、小・中・高校、議員、
弁護士等
○内　容
　新潟県人権・同和センターが主催する「人権・同和教育啓発推進講
座」を後援し、市町村等に対する情報提供などを行う　など

福祉保
健総務
課

３　基本指針の見直し等

332

新潟県人
権施策推
進懇談会

　指針に基づく施策の実施
状況等について、各人権分
野の有識者で構成する懇談
会に報告して意見を求め
る。

147

○構成員
　12名
○開催時期
　９月
〇回数
　１回

福祉保
健総務
課
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